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令和４年度第１回府中市情報公開・個人情報保護審議会次第 

 

令和４年９月２６日（月）午前１０時～ 

府中市役所北庁舎３階 第１会議室 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 

(1) 審議事項 

  ア 本人以外からの収集の制限について 

イ 個人情報保護制度の見直しに伴う府中市個人情報の保護に関す 

る条例の整備について 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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情報公開・個人情報保護審議会資料        令和４年９月２６日                           

総 務 管 理 部                            

財 産 活 用 課 

 

 

         庁舎(仮)駐車場に設置する防犯カメラから 

         収集する個人情報について 

 

 

１ 諮問趣旨 

  庁舎(仮)駐車場において、施設の警備及び防犯体制を強化のため、防

犯カメラを設置することを予定しておりますが、対象者の容姿に関する

情報を本人以外から収集することが、府中市個人情報保護に関する条例

（以下「条例」といいます。）第７条の収集制限事項に該当するため、

収集の可否を諮問するものです。 

 

２ 施設概要 

 (1)  庁舎(仮)駐車場 

     ア 運用開始日 

         令和５年４月２９日(予定) 

   イ  住 所 

    府中市本町１丁目１１番地１ 

     ウ  施設の内容 

     駐車場、洗車場、自転車置き場、バイク置場、物置 

       

     

 

資料１ 
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庁舎(仮)駐車場防犯カメラの設置及び管理運用に関する取扱基準(案) 

 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、庁舎(仮)駐車場(本町一丁目１１番地１)(以下「駐車場」という。)

における防犯カメラの設置及び管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として不特定の者が出入りする場所を撮影するため、 

駐車場に設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するもの（犯罪の

予防を副次的な目的としているものを含む。）をいう。 

(２) 映像 防犯カメラにより撮影された映像であって、当該映像から特定個人を識別する 

ことができるものをいう。 

(３) 映像データ 映像を電磁的媒体に記録した情報をいう。 

(４) 記 録 装 置 映像を電磁的媒体に記録する装置をいう。 

(５) 電磁的媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができな 

い方式で記録されるための媒体をいう。 

（職員の責務） 

第３条 職務上、映像データの内容を知り得る職員（施設の管理運営に係る業務に従事する 

者を含む。以下｢職員｣という。）は、この基準に基づき防犯カメラの適正な運用に努めな 

ければならない。 

２ 職員は、映像データの内容を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

その職を退いた後も、同様とする。 

（管理責任者の設置） 

第４条 防犯カメラの適正な管理運用を図るため、防犯カメラの管理責任者（以下｢管理責 

任者｣という。）を置く。 

２ 管理責任者は、財産活用課長の職にある者をもって充てる。 

（管理責任者の責務） 

第５条 管理責任者は、この基準に基づき防犯カメラの適正な管理運用を図らなければなら 

ない。 

２ 管理責任者は、防犯カメラの管理運用に関する業務を委託する場合は、この基準に基づ 

く責務を当該受託者に遵守させなければならない。 

（防犯カメラの設置に関する表示） 

第６条 管理責任者は、駐車場内に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法

で表示するものとする。 

（記録装置の設置に係る措置） 

第７条 管理責任者は、記録装置の設置場所について、管理責任者の許可を受けた者以外の
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立入りを禁止する等の措置を講ずることにより、映像データの漏えい防止に努めなければ

ならない。 

（防犯カメラの作動時間） 

第８条 防犯カメラの作動時間は、２４時間とする。 

（映像データの保管方法） 

第９条 管理責任者は、映像データを記録した電磁的媒体を保管する場合は、当該電磁的媒

体を施錠のできるキャビネット等に保管し、粉失、盗難、散逸等の防止を図らなければな

らない。 

２ 管理責任者は、次条に規定する映像データの保存期間が経過した後は速やかに当該映像

データの消去、又は当該映像データを記録した電磁的媒体の破砕等の処理を行わなければ

ならない。 

（映像データの保存期間） 

第１０条 映像データの保存期間は、次に掲げる場合を除き、原則として３０日間とする。 

 (１) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保存期間の延長の要請を受けた場合 

 (２) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 

（映像データの管理等） 

第１１条 前 2条に定めるもののほか、映像データの管理、利用、提供等に関する事項は、 

府中市個人情報の保護に関する条例（平成 15年 6月府中市条例第 8号）に定めるところ 

による。 

（雑則） 

第１２条 この基準の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

   付 則 

 この基準は、令和５年４月１日から施行する。 
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府中市情報公開・個人情報保護審議会資料        令和４年９月２６日 

 

 

個人情報保護制度の見直しに伴う条例の整備について 

 

１ 趣旨 

令和３年５月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に

関する法律」において、個人情報の取扱いについて、これまで民間、国の行政機関、

独立行政法人等に対してそれぞれ個別に定められていた３つの法律が改正後の「個

人情報の保護に関する法律」（以下「法」といいます。）に統合されるとともに、地方

公共団体の個人情報保護制度についても見直され、法による全国的な共通ルールが

適用されることとなりました。 

この見直しに伴い、令和５年４月以降、個人情報保護制度については、法に基づき

国の個人情報保護委員会の監視のもと一元化された取扱いとなりますが、法の施行

に必要な一部の事項については、地方公共団体の条例において定めることができる

とされております。これに伴い、本市において、関連条例の整備を実施します。 

 

２ 個人情報保護制度の見直しに伴う主な変更点 

 (1) 対象となる実施機関の範囲 

 法の対象となる実施機関が市長及び各行政委員会となり、議会が対象外となりま

す。議会は、別途、条例制定等の対応をすることになります。 

 (2) 個人情報の定義 

 個人情報の定義が、生存する個人に関する情報で特定の個人を識別することがで

きるものとされ、死者の個人に関する情報は対象外となります。本市では、死者の

個人に関する情報の取得、保有、提供の扱いについて、生存する個人に関する情報

に準ずる旨を別途規定します。 

 (3) 個人情報の取得、保有、提供に係る独自の規定 

 法により個人情報の取得、保有、提供に係る規制がなされることから、独自の規

制（収集の制限、収集の禁止、電子計算組織の結合の制限）はできないこととなり

ます。 

 (4) 自己情報開示等の請求にかかる代理人 

本人に代わって開示等の請求ができる者として、未成年者又は成年被後見人の法

定代理人のほか、任意代理人が加わります。 

 (5) 開示決定の期限 

 開示決定の期限を、これまで開示請求があった日から１０日以内としていました

が、開示請求があった日から３０日以内となります。 

 (6) 個人情報ファイル簿の作成及び公表 

 市の事務において千人以上の個人情報を検索できるように体系的に構成したも

資料２ 
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のを保有している場合は、新たに個人情報ファイル簿を作成し公表することとなり

ます。 

 (7) 情報公開・個人情報保護審議会の役割 

 情報公開・個人情報保護審議会は、条例改正時や定型的な事例の運用ルール作成

時などにご審議いただくことになり、個人情報の取得、保有、提供に係る個別の事

案の審議は行わないこととなります。 

 個別の事案は、担当課が広聴相談課に事前協議し、必要に応じ広聴相談課より国

の個人情報保護委員会に照会します。 

 (8) 個人情報保護委員会による監視 

 国の個人情報保護委員会は、市に対して指導・助言・勧告等をすることができ、

市は、百人以上の個人情報漏えい時などには、当該委員会へ報告する義務がありま

す。 

 

３ 条例の整備 

 本市では、府中市個人情報の保護に関する条例（以下「現条例」といいます。）を

廃止し、新たに、府中市個人情報の保護に関する法律施行条例（仮称。以下「施行条

例」といいます。）を制定します。 

  施行条例に規定する主な事項は、次のとおりです。 

 (1) 定義 

 施行条例において使用する用語として、市長、教育委員会 、選挙管理委員会、

監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会を「実施機関」として定義しま

す。また、「実施機関」以外の用語については、法及び個人情報の保護に関する法

律施行令で使用する用語の例による旨を規定します。 

 (2) 個人情報を取り扱う事務の届出 

 個人情報を取り扱う事務の届出に関する制度を継続します。 

 (3) 不開示情報 

 法第７８条第２項の規定により、情報公開条例との整合的な運用を図るため、情

報公開条例において開示としている情報又は不開示としている情報を条例で追加

することができます。 

本市では、不開示情報として、府中市情報公開条例第７条第７号の不開示情報

（第三者から公にしないという条件で任意に提供された情報）を追加します。 

 (4) 手数料等 

 開示等に係る手数料は、無料とします。また、自己情報の写しの交付を求める者

に対し、当該写しの作成に係る費用を実費として負担していただくこととします。 

 (5) 審査請求 

開示決定等に係る審査請求について、府中市行政不服審査会においてこれまでと

同等の調査が可能となるよう規定します。 

 (6) 府中市情報公開・個人情報保護審議会 

 府中市情報公開・個人情報保護審議会は、法第１２９条の規定に基づき、個人情

A00030
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報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必

要であると認めるときに市の実施機関が諮問する機関とします。 

 (7) 運用状況の公表 

 年１回以上、各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表する

こととします。 

 

４ その他 

 (1) 条例要配慮個人情報の扱い 

法第２条第３項で定める要配慮個人情報（人種、社会的身分、病歴、犯歴等）に

加え、地域の特性等に応じ、条例で要配慮個人情報を定めることができるとされて

います。本市では、法で定める要配慮個人情報に、現条例で定める要配慮個人情報

が含有されることから、施行条例において、追加の要配慮個人情報は定めないこと

とします。 

 (2) 行政機関等匿名加工情報の扱い 

事業者等から新たな産業の創出や豊かな国民生活の実現に資する事業の提案が

あった際に、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し復元で

きないようにした行政機関等匿名加工情報の作成・提供ができることとされていま

す。本市では、施行条例施行時の本制度の実施を見送り、実施が義務付けられてい

る都道府県、指定都市の状況を確認しつつ課題等の検証を行います。 

 (3) 府中市情報公開条例の一部改正 

府中市情報公開条例において、自己情報について本人からの申出があったときに

任意的な開示ができる規定がありますが、法に同等の規定があるため、当該規定を

削除します。 

 

A00030
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○個人情報の保護に関する法律 

(平成十五年五月三十日) 

(法律第五十七号) 

個人情報の保護に関する法律をここに公布する。 

個人情報の保護に関する法律 

目次 

第一章 総則(第一条―第三条) 

第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条―第六条) 

第三章 個人情報の保護に関する施策等 

第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条) 

第二節 国の施策(第八条―第十一条) 

第三節 地方公共団体の施策(第十二条―第十四条) 

第四節 国及び地方公共団体の協力(第十五条) 

第四章 個人情報取扱事業者等の義務等 

第一節 総則(第十六条) 

第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務(第十七条―第四十

条) 

第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務(第四十一条・第四十二条) 

第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務(第四十三条―第四十六条) 

第五節 民間団体による個人情報の保護の推進(第四十七条―第五十六条) 

第六節 雑則(第五十七条―第五十九条) 

第五章 行政機関等の義務等 

第一節 総則(第六十条) 

第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い(第六十一条―第七十三条) 

第三節 個人情報ファイル(第七十四条・第七十五条) 

第四節 開示、訂正及び利用停止 

第一款 開示(第七十六条―第八十九条) 

第二款 訂正(第九十条―第九十七条) 

第三款 利用停止(第九十八条―第百三条) 

第四款 審査請求(第百四条―第百七条) 

第五款 条例との関係(第百八条) 
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第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等(第百九条―第百二十三条) 

第六節 雑則(第百二十四条―第百二十九条) 

第六章 個人情報保護委員会 

第一節 設置等(第百三十条―第百四十五条) 

第二節 監督及び監視 

第一款 個人情報取扱事業者等の監督(第百四十六条―第百五十二条) 

第二款 認定個人情報保護団体の監督(第百五十三条―第百五十五条) 

第三款 行政機関等の監視(第百五十六条―第百六十条) 

第三節 送達(第百六十一条―第百六十四条) 

第四節 雑則(第百六十五条―第百七十条) 

第七章 雑則(第百七十一条―第百七十五条) 

第八章 罰則(第百七十六条―第百八十五条) 

附則 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していること

に鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他

の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を

明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵

守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関

等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用

が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもので

あることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的

とする。 

(平二七法六五・令三法三七・一部改正) 

(定義) 

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各

号のいずれかに該当するものをいう。 

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録

(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載
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され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個

人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるも

の(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。) 

二 個人識別符号が含まれるもの 

2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、

記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、

記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当て

られ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式によ

り記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は

発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは

記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別するこ

とができるもの 

3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯

罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利

益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含

まれる個人情報をいう。 

4 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の

個人をいう。 

5 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当

該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することがで

きないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。)。 

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を

削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により

他の記述等に置き換えることを含む。)。 

6 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当
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該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加

工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないよう

にしたものをいう。 

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。)。 

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を

削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により

他の記述等に置き換えることを含む。)。 

7 この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情

報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 

8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置か

れる機関 

二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及

び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機

関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 

三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号

の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十

号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十

八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で

定めるもの 

六 会計検査院 

9 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三

号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。 

10 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第

百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 

11 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。 

一 行政機関 
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二 地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除き、

以下同じ。) 

三 独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、

第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五

項から第七項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。) 

四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的

とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的

とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及

びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百

二十五条第二項において同じ。) 

(平一五法一一九・平二七法六五・令二法四四・令三法三七・一部改正) 

(基本理念) 

第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであること

に鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。 

(令三法三七・一部改正) 

第二章 国及び地方公共団体の責務等 

(国の責務) 

第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人

等、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要

な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 

(令三法三七・一部改正) 

(地方公共団体の責務) 

第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、

その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当

該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定

し、及びこれを実施する責務を有する。 

(令三法三七・一部改正) 

(法制上の措置等) 

第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図る

ため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護の

ための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに、
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国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合の

とれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする。 

(平一五法六一・平二七法六五・一部改正) 

第三章 個人情報の保護に関する施策等 

第一節 個人情報の保護に関する基本方針 

第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人

情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 

二 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 

三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 

四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 

五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 

六 第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報

取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一

項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する

基本的な事項 

七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項 

八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 

3 内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求

めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

(平一五法一一九・平二一法四九・平二七法六五・令二法四四・令三法三七・一部

改正) 

第二節 国の施策 

(国の機関等が保有する個人情報の保護) 

第八条 国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を

講ずるものとする。 

2 国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよ
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う必要な措置を講ずるものとする。 

(令三法三七・追加) 

(地方公共団体等への支援) 

第九条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民

又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の

提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針

の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(令三法三七・旧第八条繰下・一部改正) 

(苦情処理のための措置) 

第十条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な

処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

(令三法三七・旧第九条繰下) 

(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) 

第十一条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事

業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

2 国は、第五章に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取

扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

(令三法三七・旧第十条繰下・一部改正) 

第三節 地方公共団体の施策 

(地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護) 

第十二条 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう

必要な措置を講ずるものとする。 

2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の

適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

(平一五法一一九・一部改正、令三法三七・旧第十一条繰下・一部改正) 

(区域内の事業者等への支援) 

第十三条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者

及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(令三法三七・旧第十二条繰下) 

(苦情の処理のあっせん等) 

第十四条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適
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切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

(令三法三七・旧第十三条繰下) 

第四節 国及び地方公共団体の協力 

第十五条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力す

るものとする。 

(令三法三七・旧第十四条繰下) 

第五章 行政機関等の義務等 

(令三法三七・追加) 

第一節 総則 

(令三法三七・追加) 

(定義) 

第六十条 この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政

法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章におい

て同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組

織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文

書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章

において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)、

法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十

号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定す

る法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政文書(地

方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画

及び電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的

に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの

(行政機関情報公開法第二条第二項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定める

ものを除く。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されている

ものに限る。 

2 この章及び第八章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合

物であって、次に掲げるものをいう。 

一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索

することができるように体系的に構成したもの 
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二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その

他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に

構成したもの 

3 この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人

情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開

法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に

規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に

規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情

報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人

の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をい

う。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定

する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に

該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。 

一 第七十五条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条

第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。 

二 行政機関情報公開法第三条に規定する行政機関の長、独立行政法人等情報公開法第二

条第一項に規定する独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対し、

当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の

請求(行政機関情報公開法第三条、独立行政法人等情報公開法第三条又は情報公開条例

の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれか

を行うこととなるものであること。 

イ 当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決

定をすること。 

ロ 行政機関情報公開法第十三条第一項若しくは第二項、独立行政法人等情報公開法第

十四条第一項若しくは第二項又は情報公開条例(行政機関情報公開法第十三条第一項

又は第二項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により意見書の

提出の機会を与えること。 

三 行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第百十六条

第一項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加

工情報を作成することができるものであること。 

4 この章において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を
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含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 

一 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように

体系的に構成したもの 

二 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することがで

きるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 

5 この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法

人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じ

て、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配

慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い 

(令三法三七・追加) 

(個人情報の保有の制限等) 

第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第六十

六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において

同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目

的をできる限り特定しなければならない。 

2 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個

人情報を保有してはならない。 

3 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(利用目的の明示) 

第六十二条 行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人

の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利

用目的を明示しなければならない。 

一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の

権利利益を害するおそれがあるとき。 

三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又

は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると

- 23 -



11/78 

 

 

き。 

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

(令三法三七・追加) 

(不適正な利用の禁止) 

第六十三条 行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、

その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。)、

地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章におい

て「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれ

がある方法により個人情報を利用してはならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(適正な取得) 

第六十四条 行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならな

い。 

(令三法三七・追加) 

(正確性の確保) 

第六十五条 行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又

は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(安全管理措置) 

第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有

個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情

報の取扱いについて準用する。 

一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 

二 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に

規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する公の施

設をいう。)の管理の業務 

三 第五十八条第一項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるも

の 

四 第五十八条第二項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う

業務であって政令で定めるもの 
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五 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含

む。)を受けた者 当該委託を受けた業務 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(従事者の義務) 

第六十七条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条

第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等にお

いて個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定す

る派遣労働者をいう。以下この章及び第百七十六条において同じ。)若しくは従事してい

た派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(漏えい等の報告等) 

第六十八条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報

の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個

人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めると

ころにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。 

2 前項に規定する場合には、行政機関の長等は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で

定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

一 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代

わるべき措置をとるとき。 

二 当該保有個人情報に第七十八条第一項各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(利用及び提供の制限) 

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保

有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することがで

きる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供するこ

とによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるとき
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は、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を

内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由が

あるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個

人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務

又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利

用することについて相当の理由があるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情

報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、そ

の他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げる

ものではない。 

4 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保

有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局

若しくは機関又は職員に限るものとする。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 

第七十条 行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規

定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個

人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは

方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管

理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

(令三法三七・追加) 

(外国にある第三者への提供の制限) 

第七十一条 行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条に

おいて同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個

人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるも

のを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(第十六条第三項に規定する個人デー

タの取扱いについて前章第二節の規定により同条第二項に規定する個人情報取扱事業者
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が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)

を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合

する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に利用目的以外

の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及び第六十九条第二

項第四号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本

人の同意を得なければならない。 

2 行政機関の長等は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保

護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関

する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となる

べき情報を当該本人に提供しなければならない。 

3 行政機関の長等は、保有個人情報を外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備して

いる者に限る。)に利用目的以外の目的のために提供した場合には、法令に基づく場合及

び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、個人情報保護委員会規則で定めると

ころにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講

ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなけ

ればならない。 

(令三法三七・追加) 

(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求) 

第七十二条 行政機関の長等は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該

個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要

があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用

の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人

関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

(令三法三七・追加) 

(仮名加工情報の取扱いに係る義務) 

第七十三条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報で

あるものを除く。以下この条及び第百二十八条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情

報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。 

2 行政機関の長等は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安

全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

3 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、
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当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等

(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並び

に第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、

又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

4 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、

電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定

する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二

項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法

(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人

情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、

当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。 

5 前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわた

る委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

第三節 個人情報ファイル 

(令三法三七・追加) 

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知) 

第七十四条 行政機関(会計検査院を除く。以下この条において同じ。)が個人情報ファイル

を保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対

し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、

同様とする。 

一 個人情報ファイルの名称 

二 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名

称 

三 個人情報ファイルの利用目的 

四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び

本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次

項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節

において「記録範囲」という。) 

五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この節において「記録情報」という。)

の収集方法 
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六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

七 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

八 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事

項を次条第一項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人

情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、そ

の旨 

九 第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理す

る組織の名称及び所在地 

十 第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨 

十一 その他政令で定める事項 

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報フ

ァイル 

二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しく

は維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル 

三 当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、

給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関

が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。) 

四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又

は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が

当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの 

六 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録

情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他

の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

八 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報フ

ァイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル 

十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個

人情報ファイル 
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十一 第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイル 

3 行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行

政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至

ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(個人情報ファイル簿の作成及び公表) 

第七十五条 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する

行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第

七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下

この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル 

二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又

は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が

当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 

三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 

3 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第

五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイル

を個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当

該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記

録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿

に掲載しないことができる。 

4 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、

同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときは、その旨」とする。 

5 前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところに

より、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を

作成し、公表することを妨げるものではない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

第四節 開示、訂正及び利用停止 

(令三法三七・追加) 
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第一款 開示 

(令三法三七・追加) 

(開示請求権) 

第七十六条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機

関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求す

ることができる。 

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節

において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下

この節及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(開示請求の手続) 

第七十七条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」

という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求

に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 

2 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係

る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請

求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。 

3 行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした

者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正

を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正

の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(保有個人情報の開示義務) 

第七十八条 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に

次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

一 開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする

場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第八十六条第一
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項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者

以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示

請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個

人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできな

いが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあ

るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予

定されている情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め

られる情報 

ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に

規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職

員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一

号)第二条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合に

おいて、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該

公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。

以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営

む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、

生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 

イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 

四 行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)

をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは

国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利
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益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 

五 行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等をする

場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執

行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長

又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間に

おける審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生

じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあ

るもの 

七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業

に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事

業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場

合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損な

われるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政

法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地

方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に

関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

2 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同

項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示すること

とされている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第五条に規

- 33 -



21/78 

 

 

定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされて

いるもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要がある

ものとして条例で定めるもの(」とする。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(部分開示) 

第七十九条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている

場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開

示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第一項第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人

を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、

氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる

記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の

権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の

情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(裁量的開示) 

第八十条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場

合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求

者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 

(令三法三七・追加) 

(保有個人情報の存否に関する情報) 

第八十一条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答

えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人

情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

(令三法三七・追加) 

(開示請求に対する措置) 

第八十二条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示すると

きは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的

及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、

第六十二条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限り

でない。 
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2 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定に

より開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを

含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知し

なければならない。 

(令三法三七・追加) 

(開示決定等の期限) 

第八十三条 開示決定等は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。た

だし、第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日

数は、当該期間に算入しない。 

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合にお

いて、行政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を

書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(開示決定等の期限の特例) 

第八十四条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日か

ら六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障

が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、開示請求

に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有

個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政

機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書

面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

(令三法三七・追加) 

(事案の移送) 

第八十五条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属す

る行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長

等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長

等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合

においては、移送をした行政機関の長等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面
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により通知しなければならない。 

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当

該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした

行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。 

3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第八十二条第一項の決定(以下この

節において「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施を

しなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施

に必要な協力をしなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 

第八十六条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立

行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び第百七条第一

項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、

開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、

当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機

会を与えることができる。 

2 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第

三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容

その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければな

らない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、

当該第三者に関する情報が第七十八条第一項第二号ロ又は同項第三号ただし書に規定

する情報に該当すると認められるとき。 

二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しよ

うとするとき。 

3 行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該

第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示

決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かな

ければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書

(第百五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨

及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 
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(令三法三七・追加・一部改正) 

(開示の実施) 

第八十七条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されている

ときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化

の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による

保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている

文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由がある

ときは、その写しにより、これを行うことができる。 

2 行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一

般の閲覧に供しなければならない。 

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該

開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定め

る事項を申し出なければならない。 

4 前項の規定による申出は、第八十二条第一項に規定する通知があった日から三十日以内

にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき

正当な理由があるときは、この限りでない。 

(令三法三七・追加) 

(他の法令による開示の実施との調整) 

第八十八条 行政機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る

保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされてい

る場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本

文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わ

ない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、

この限りでない。 

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の

閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

(令三法三七・追加) 

(手数料) 

第八十九条 行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の

範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 

2 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範
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囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。 

3 前二項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮

しなければならない。 

4 独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手

数料を納めなければならない。 

5 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、

独立行政法人等が定める。 

6 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

7 地方独立行政法人に対し開示請求をする者は、地方独立行政法人の定めるところにより、

手数料を納めなければならない。 

8 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第二項の条例で定める手数料の額

を参酌して、地方独立行政法人が定める。 

9 地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

第二款 訂正 

(令三法三七・追加) 

(訂正請求権) 

第九十条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第

一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところに

より、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追

加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該

保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、

この限りでない。 

一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

二 開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開

示を受けたもの 

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十七条に

おいて「訂正請求」という。)をすることができる。 

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(訂正請求の手続) 
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第九十一条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」

という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定する

に足りる事項 

三 訂正請求の趣旨及び理由 

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係

る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請

求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。 

3 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした

者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正

を求めることができる。 

(令三法三七・追加) 

(保有個人情報の訂正義務) 

第九十二条 行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があ

ると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、

当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(訂正請求に対する措置) 

第九十三条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨

の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

2 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定

をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(訂正決定等の期限) 

第九十四条 前条各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。)は、訂正請求が

あった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十一条第三項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合にお
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いて、行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を

書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(訂正決定等の期限の特例) 

第九十五条 行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の

規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政

機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書

面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 訂正決定等をする期限 

(令三法三七・追加) 

(事案の移送) 

第九十六条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第八十五条第三項の規定に

基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をする

ことにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政

機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政

機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならな

い。 

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当

該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした

行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。 

3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第九十三条第一項の決定(以下この

項及び次条において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長等は、

当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(保有個人情報の提供先への通知) 

第九十七条 行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合に

おいて、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その

旨を書面により通知するものとする。 

(令三法三七・追加) 

第三款 利用停止 
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(令三法三七・追加) 

(利用停止請求権) 

第九十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思

料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の

長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報

の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して

他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

一 第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反し

て取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又

は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人

情報の利用の停止又は消去 

二 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されてい

るとき 当該保有個人情報の提供の停止 

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第百二十七

条において「利用停止請求」という。)をすることができる。 

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(利用停止請求の手続) 

第九十九条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止

請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 

二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定

するに足りる事項 

三 利用停止請求の趣旨及び理由 

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止

請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっ

ては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、

又は提出しなければならない。 

3 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請

求をした者(以下この節において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定め

て、その補正を求めることができる。 
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(令三法三七・追加) 

(保有個人情報の利用停止義務) 

第百条 行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由

があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正

な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停

止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該

保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に

著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

(令三法三七・追加) 

(利用停止請求に対する措置) 

第百一条 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、

その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

2 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その

旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(利用停止決定等の期限) 

第百二条 前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止

請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十九条第三項の規定

により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合にお

いて、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理

由を書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(利用停止決定等の期限の特例) 

第百三条 行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条

の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、

行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる

事項を書面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 利用停止決定等をする期限 
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(令三法三七・追加) 

第四款 審査請求 

(令三法三七・追加) 

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 

第百四条 行政機関の長等(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。次項及び次

条において同じ。)に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂

正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法

(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節

並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。 

2 行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正

請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二

章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名され

た者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条(個人情報の保護に関する法律(平成

十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請

求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」

という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、

同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をす

べき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行

政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長で

ある場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」

と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に

該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三

号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるの

は「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等

若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(審査会への諮問) 

第百五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をす

べき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報

保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合に
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あっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。 

一 審査請求が不適法であり、却下する場合 

二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示す

ることとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合

を除く。) 

三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をするこ

ととする場合 

四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をす

ることとする場合 

2 前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以

下この項及び第百七条第一項第二号において同じ。) 

二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人で

ある場合を除く。) 

三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該

第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 

3 前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この場

合において、第一項中「情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき

行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあ

るのは、「行政不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関」と読み替えるものとする。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 

第百六条 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利

用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求

については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、第十七条、第四十条、第四十

二条、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。 

2 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止

決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求につい

ての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替
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えは、政令で定める。 

第九条第四項 前項に規定する場合において、

審査庁 

第四条又は個人情報の保護に関

する法律(平成十五年法律第五

十七号)第百七条第二項の規定

に基づく条例の規定により審査

請求がされた行政庁(第十四条

の規定により引継ぎを受けた行

政庁を含む。以下「審査庁」と

いう。) 

 前項において読み替えて適用す

る第三十一条第一項 

同法第百六条第二項において読

み替えて適用する第三十一条第

一項 

 前項において読み替えて適用す

る第三十四条 

同法第百六条第二項において読

み替えて適用する第三十四条 

 前項において読み替えて適用す

る第三十六条 

同法第百六条第二項において読

み替えて適用する第三十六条 

第十一条第二項 第九条第一項の規定により指名

された者(以下「審理員」とい

う。) 

審査庁 

第十三条第一項及び第二

項、第二十八条、第三十条、

第三十一条、第三十二条第

三項、第三十三条から第三

十七条まで、第三十八条第

一項から第三項まで及び第

五項、第三十九条並びに第

四十一条第一項及び第二項 

審理員 審査庁 

第二十五条第七項 執行停止の申立てがあったと

き、又は審理員から第四十条に

規定する執行停止をすべき旨の

執行停止の申立てがあったとき 
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意見書が提出されたとき 

第二十九条第一項 審理員は、審査庁から指名され

たときは、直ちに 

審査庁は、審査請求がされたと

きは、第二十四条の規定により

当該審査請求を却下する場合を

除き、速やかに 

第二十九条第二項 審理員は 審査庁は、審査庁が処分庁等以

外である場合にあっては 

 提出を求める 提出を求め、審査庁が処分庁等

である場合にあっては、相当の

期間内に、弁明書を作成する 

第二十九条第五項 審理員は 審査庁は、第二項の規定により 

 提出があったとき 提出があったとき、又は弁明書

を作成したとき 

第三十条第三項 参加人及び処分庁等 参加人及び処分庁等(処分庁等

が審査庁である場合にあって

は、参加人) 

 審査請求人及び処分庁等 審査請求人及び処分庁等(処分

庁等が審査庁である場合にあっ

ては、審査請求人) 

第三十一条第二項 審理関係人 審理関係人(処分庁等が審査庁

である場合にあっては、審査請

求人及び参加人。以下この節及

び第五十条第一項第三号におい

て同じ。) 

第四十一条第三項 審理員が 審査庁が 

 終結した旨並びに次条第一項に

規定する審理員意見書及び事件

記録(審査請求書、弁明書その他

審査請求に係る事件に関する書

類その他の物件のうち政令で定

終結した旨を通知するものとす

る 
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めるものをいう。同条第二項及

び第四十三条第二項において同

じ。)を審査庁に提出する予定時

期を通知するものとする。当該

予定時期を変更したときも、同

様とする 

第四十四条 行政不服審査会等 第八十一条第一項又は第二項の

機関 

 受けたとき(前条第一項の規定

による諮問を要しない場合(同

項第二号又は第三号に該当する

場合を除く。)にあっては審理員

意見書が提出されたとき、同項

第二号又は第三号に該当する場

合にあっては同項第二号又は第

三号に規定する議を経たとき) 

受けたとき 

第五十条第一項第四号 審理員意見書又は行政不服審査

会等若しくは審議会等 

第八十一条第一項又は第二項の

機関 

第八十一条第三項において

準用する第七十四条 

第四十三条第一項の規定により

審査会に諮問をした審査庁 

審査庁 

(令三法三七・追加) 

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 

第百七条 第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につ

いて準用する。 

一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定

を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者であ

る参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。) 

2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請

求に係る不作為についての審査請求については、政令(地方公共団体の機関又は地方独立

行政法人にあっては、条例)で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例
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を設けることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百六条繰下・一部改正) 

第五款 条例との関係 

(令三法三七・追加) 

第百八条 この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手

続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必

要な規定を定めることを妨げるものではない。 

(令三法三七・追加) 

第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等 

(令三法三七・追加) 

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等) 

第百九条 行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等

匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成するこ

とができる。 

2 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情

報を提供してはならない。 

一 法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。) 

二 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該

保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供すると

き。 

3 第六十九条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目

的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又

は提供してはならない。 

4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削

除した記述等及び個人識別符号をいう。 

(令三法三七・追加・旧第百七条繰下) 

(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載) 

第百十条 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人

情報ファイルが第六十条第三項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報

ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

この場合における当該個人情報ファイルについての第七十五条第一項の規定の適用につ
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いては、同項中「第十号」とあるのは、「第十号並びに第百十条各号」とする。 

一 第百十二条第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 

二 第百十二条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地 

(令三法三七・追加・旧第百八条繰下・一部改正) 

(提案の募集) 

第百十一条 行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、

当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファ

イル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)

について、次条第一項の提案を募集するものとする。 

(令三法三七・追加・旧第百九条繰下) 

(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案) 

第百十二条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を

加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機

関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 

2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、

その代表者の氏名 

二 提案に係る個人情報ファイルの名称 

三 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数 

四 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第百十

六条第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項 

五 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿

名加工情報がその用に供される事業の内容 

六 提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間 

七 提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工

情報の適切な管理のために講ずる措置 

八 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 

3 前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付し

なければならない。 

一 第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 
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二 前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生

活の実現に資するものであることを明らかにする書面 

(令三法三七・追加・旧第百十条繰下・一部改正) 

(欠格事由) 

第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。 

一 未成年者 

二 心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供し

て行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるも

の 

三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 

五 第百二十条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、そ

の解除の日から起算して二年を経過しない者 

六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がある

もの 

(令三法三七・追加・旧第百十一条繰下・一部改正) 

(提案の審査等) 

第百十四条 行政機関の長等は、第百十二条第一項の提案があったときは、当該提案が次に

掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 

一 第百十二条第一項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。 

二 第百十二条第二項第三号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機

関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数

以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以

下であること。 

三 第百十二条第二項第三号及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が第

百十六条第一項の基準に適合するものであること。 

四 第百十二条第二項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは

豊かな国民生活の実現に資するものであること。 

五 第百十二条第二項第六号の期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点か

らみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。 
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六 第百十二条第二項第五号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方

法並びに同項第七号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護す

るために適切なものであること。 

七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもので

あること。 

2 行政機関の長等は、前項の規定により審査した結果、第百十二条第一項の提案が前項各

号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定める

ところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 

一 次条の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する

契約を締結することができる旨 

二 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 

3 行政機関の長等は、第一項の規定により審査した結果、第百十二条第一項の提案が第一

項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で

定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものと

する。 

(令三法三七・追加・旧第百十二条繰下・一部改正) 

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結) 

第百十五条 前条第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定める

ところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を

締結することができる。 

(令三法三七・追加・旧第百十三条繰下) 

(行政機関等匿名加工情報の作成等) 

第百十六条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を

識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することがで

きないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、

当該保有個人情報を加工しなければならない。 

2 前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわ

たる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

(令三法三七・追加・旧第百十四条繰下) 

(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載) 

第百十七条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関
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等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情

報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情

報ファイルについての第百十条の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項の規

定の適用については、同項中「並びに第百十条各号」とあるのは、「、第百十条各号並び

に第百十七条各号」とする。 

一 行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項 

二 次条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地 

三 次条第一項の提案をすることができる期間 

(令三法三七・追加・旧第百十五条繰下・一部改正) 

(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等) 

第百十八条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載され

た行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、

当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第百十

五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政

機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。 

2 第百十二条第二項及び第三項並びに第百十三条から第百十五条までの規定は、前項の提

案について準用する。この場合において、第百十二条第二項中「次に」とあるのは「第一

号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」と

あるのは「提案」と、「の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を特定

する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第

四号から前号まで」と、第百十四条第一項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から

第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第

二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項

中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるも

のとする。 

(令三法三七・追加・旧第百十六条繰下・一部改正) 

(手数料) 

第百十九条 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政

機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の

手数料を納めなければならない。 

2 前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用
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に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で

定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 

3 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体

の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額を標

準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。 

4 前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用

に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項の

政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納め

なければならない。 

5 第百十五条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。第八項及び次条において同

じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結する者

は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。 

6 前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独立

行政法人等が定める。 

7 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

8 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方独立行政

法人と締結する者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければな

らない。 

9 前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第三項又は第四項の条例で定める手数料の

額を参酌して、地方独立行政法人が定める。 

10 地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

(令三法三七・追加・旧第百十七条繰下・一部改正) 

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除) 

第百二十条 行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に

関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除するこ

とができる。 

一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。 

二 第百十三条各号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当

することとなったとき。 

三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。 

(令三法三七・追加・旧第百十八条繰下・一部改正) 
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(識別行為の禁止等) 

第百二十一条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令

に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本

人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

2 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び

第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条にお

いて「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとし

て個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理

のために必要な措置を講じなければならない。 

3 前二項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段

階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

(令三法三七・追加・旧第百十九条繰下・一部改正) 

(従事者の義務) 

第百二十二条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは

職員であった者、前条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた

者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働

者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情

報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

(令三法三七・追加・旧第百二十条繰下) 

(匿名加工情報の取扱いに係る義務) 

第百二十三条 行政機関等は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条

において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委

員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれ

る個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に

対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 

2 行政機関等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該

匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報か

ら削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項の規定により行わ

れた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはな

らない。 

3 行政機関等は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護
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委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。 

4 前二項の規定は、行政機関等から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委

託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

(令三法三七・追加・旧第百二十一条繰下) 

第六節 雑則 

(令三法三七・追加) 

(適用除外等) 

第百二十四条 第四節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検

察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又

は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申

出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。 

2 保有個人情報(行政機関情報公開法第五条、独立行政法人等情報公開法第五条又は情報公

開条例に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る。)

のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著

しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難である

ものは、第四節(第四款を除く。)の規定の適用については、行政機関等に保有されていな

いものとみなす。 

(令三法三七・追加・旧第百二十二条繰下・一部改正) 

(適用の特例) 

第百二十五条 第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個

人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十六

条第二項(第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)におい

て準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び第百二十七条を除く。)の

規定、第百七十六条及び第百八十条の規定(これらの規定のうち第六十六条第二項第四号

及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに第百

八十一条の規定は、適用しない。 

2 第五十八条第一項各号に掲げる者による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについて

は、同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政法

人と、それぞれみなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十七条及び

次章から第八章まで(第百七十六条、第百八十条及び第百八十一条を除く。)の規定を適用
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する。 

3 第五十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる者(同項各号に定める業務を行う場合に

限る。)についての第九十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第六十一

条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われ

ているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第

一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条若しくは第

十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得され

たものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一

項」とあるのは「第二十七条第一項又は第二十八条」とする。 

(令三法三七・追加・旧第百二十三条繰下・一部改正) 

(権限又は事務の委任) 

第百二十六条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあ

っては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二節から前節まで(第七十四条及び第

四節第四款を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができ

る。 

(令三法三七・追加・旧第百二十四条繰下) 

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 

第百二十七条 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十二

条第一項若しくは第百十八条第一項の提案(以下この条において「開示請求等」という。)

をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行

政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定又は当該提案に資する

情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるも

のとする。 

(令三法三七・追加・旧第百二十五条繰下・一部改正) 

(行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情処理) 

第百二十八条 行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、仮名加工情報又は匿名加

工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

(令三法三七・追加・旧第百二十六条繰下) 

(地方公共団体に置く審議会等への諮問) 

第百二十九条 地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を

講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見
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に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関

に諮問することができる。 

(令三法三七・追加) 

第六章 個人情報保護委員会 

(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第五章繰下) 

第一節 設置等 

(令三法三七・節名追加) 

(設置) 

第百三十条 内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下

「委員会」という。)を置く。 

2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。 

(平二七法六五・追加・旧第五十条繰下・一部改正、令三法三七・旧第五十九条繰

下・旧第百二十七条繰下) 

(任務) 

第百三十一条 委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに

個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊か

な国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人

の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事

務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番

号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)

を任務とする。 

(平二七法六五・追加・旧第五十一条繰下、令三法三七・旧第六十条繰下・旧第百

二十八条繰下・一部改正) 

(所掌事務) 

第百三十二条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 基本方針の策定及び推進に関すること。 

二 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情

報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取

扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人

関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加
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工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名

加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う

事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。 

三 認定個人情報保護団体に関すること。 

四 特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに

関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う

事業者への協力に関すること。 

五 特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評

価をいう。)に関すること。 

六 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。 

七 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。 

八 所掌事務に係る国際協力に関すること。 

九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属さ

せられた事務 

(平二七法六五・追加・旧第五十二条繰下・一部改正、平二八法五一・令二法四四・

一部改正、令三法三七・旧第六十一条繰下・旧第百二十九条繰下・一部改正) 

(職権行使の独立性) 

第百三十三条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。 

(平二七法六五・追加・旧第五十三条繰下、令三法三七・旧第六十二条繰下・旧第

百三十条繰下) 

(組織等) 

第百三十四条 委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。 

2 委員のうち四人は、非常勤とする。 

3 委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣

総理大臣が任命する。 

4 委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のあ

る者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経

験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と

経験を有する者並びに連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項

の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。 

(平二七法六五・追加・旧第五十四条繰下、令三法三七・旧第六十三条繰下・旧第
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百三十一条繰下・一部改正) 

(任期等) 

第百三十五条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員長及び委員は、再任されることができる。 

3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命される

まで引き続きその職務を行うものとする。 

4 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議

院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三

項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命

することができる。 

5 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければな

らない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、

直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 

(平二七法六五・追加・旧第五十五条繰下、令三法三七・旧第六十四条繰下・旧第

百三十二条繰下) 

(身分保障) 

第百三十六条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、

その意に反して罷免されることがない。 

一 破産手続開始の決定を受けたとき。 

二 この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。 

三 禁錮以上の刑に処せられたとき。 

四 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、

又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認めら

れたとき。 

(平二七法六五・追加・旧第五十六条繰下、令三法三七・旧第六十五条繰下・旧第

百三十三条繰下) 

(罷免) 

第百三十七条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、

その委員長又は委員を罷免しなければならない。 

(平二七法六五・追加・旧第五十七条繰下、令三法三七・旧第六十六条繰下・旧第
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百三十四条繰下) 

(委員長) 

第百三十八条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

2 委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理

する者を定めておかなければならない。 

(平二七法六五・追加・旧第五十八条繰下、令三法三七・旧第六十七条繰下・旧第

百三十五条繰下) 

(会議) 

第百三十九条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

2 委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすること

ができない。 

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

4 第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除

く全員の一致がなければならない。 

5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員

長を代理する者は、委員長とみなす。 

(平二七法六五・追加・旧第五十九条繰下・一部改正、令三法三七・旧第六十八条

繰下・旧第百三十六条繰下・一部改正) 

(専門委員) 

第百四十条 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

4 専門委員は、非常勤とする。 

(平二七法六五・追加・旧第六十条繰下、令三法三七・旧第六十九条繰下・旧第百

三十七条繰下) 

(事務局) 

第百四十一条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 

2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 

3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 

(平二七法六五・追加・旧第六十一条繰下、令三法三七・旧第七十条繰下・旧第百
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三十八条繰下) 

(政治運動等の禁止) 

第百四十二条 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極

的に政治運動をしてはならない。 

2 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を

得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行

ってはならない。 

(平二七法六五・追加・旧第六十二条繰下、令三法三七・旧第七十一条繰下・旧第

百三十九条繰下) 

(秘密保持義務) 

第百四十三条 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密

を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。 

(平二七法六五・追加・旧第六十三条繰下、令三法三七・旧第七十二条繰下・旧第

百四十条繰下) 

(給与) 

第百四十四条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。 

(平二七法六五・追加・旧第六十四条繰下、令三法三七・旧第七十三条繰下・旧第

百四十一条繰下) 

(規則の制定) 

第百四十五条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は

法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することがで

きる。 

(平二七法六五・追加・旧第六十五条繰下、令三法三七・旧第七十四条繰下・旧第

百四十二条繰下) 

第二節 監督及び監視 

(令三法三七・追加) 

第一款 個人情報取扱事業者等の監督 

(令三法三七・追加) 

(報告及び立入検査) 

第百四十六条 委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の

規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名
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加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事

業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は

個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、

必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その

他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、

若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請

求があったときは、これを提示しなければならない。 

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(令三法三七・追加・旧第百四十三条繰下・一部改正) 

(指導及び助言) 

第百四十七条 委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者

等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百四十四条繰下) 

(勧告及び命令) 

第百四十八条 委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第

一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。)、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六

項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八

条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。)、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条(第一項(第五項

において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五

条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五

項を除く。)若しくは第四十三条(第六項を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取

扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項

若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項

の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項におい

て読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項にお

いて読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若し
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くは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第

四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認

めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正す

るために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

2 委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくて

その勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫し

ていると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべ

きことを命ずることができる。 

3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条ま

で、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三

項、第四十一条第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは第四十三条

第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十

一条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に

違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同条第三項において

読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは

第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反し

た場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要が

あると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反

を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

4 委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取

扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。 

(令三法三七・追加・旧第百四十五条繰下) 

(委員会の権限の行使の制限) 

第百四十九条 委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資

料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、

学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 

2 前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号

に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対し

て個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。 

(令三法三七・追加・旧第百四十六条繰下) 

(権限の委任) 
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第百五十条 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があ

ることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八

条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に

行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第

百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律

第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九

条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することが

できる。 

2 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めると

ころにより、その結果について委員会に報告するものとする。 

3 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び

前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分

部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。 

4 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融

庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 

5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、

その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。 

6 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の

規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務

支局長に委任することができる。 

7 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された

権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

8 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証

券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。 

9 第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項

の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券

取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。 

(令三法三七・追加・旧第百四十七条繰下・一部改正) 

(事業所管大臣の請求) 

第百五十一条 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があ

ると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保す
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るために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置を

とるべきことを求めることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百四十八条繰下) 

(事業所管大臣) 

第百五十二条 この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。 

一 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものにつ

いては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当

該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委

員会(次号において「大臣等」という。) 

二 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のも

のについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等 

(令三法三七・追加・旧第百四十九条繰下) 

第二款 認定個人情報保護団体の監督 

(令三法三七・追加) 

(報告の徴収) 

第百五十三条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報

保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百五十条繰下) 

(命令) 

第百五十四条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報

保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な

措置をとるべき旨を命ずることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百五十一条繰下) 

(認定の取消し) 

第百五十五条 委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、

その認定を取り消すことができる。 

一 第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 

二 第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 

三 第五十五条の規定に違反したとき。 

四 前条の命令に従わないとき。 

五 不正の手段により第四十七条第一項の認定又は第五十条第一項の変更の認定を受け
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たとき。 

2 委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならな

い。 

(令三法三七・追加・旧第百五十二条繰下) 

第三款 行政機関等の監視 

(令三法三七・追加) 

(資料の提出の要求及び実地調査) 

第百五十六条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるとき

は、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関

等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を

求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百五十三条繰下) 

(指導及び助言) 

第百五十七条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるとき

は、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指

導及び助言をすることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百五十四条繰下) 

(勧告) 

第百五十八条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるとき

は、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をする

ことができる。 

(令三法三七・追加・旧第百五十五条繰下) 

(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求) 

第百五十九条 委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該

行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができ

る。 

(令三法三七・追加・旧第百五十六条繰下) 

(委員会の権限の行使の制限) 

第百六十条 第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五

十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場

合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないもの
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とする。 

(令三法三七・追加・旧第百五十七条繰下・一部改正) 

第三節 送達 

(令三法三七・追加) 

(送達すべき書類) 

第百六十一条 第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四十

八条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による命令、第百

五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一

項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。 

2 第百四十八条第二項若しくは第三項若しくは第百五十四条の規定による命令又は第百

五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五

条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送

達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において読み替え

て準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 

(令三法三七・追加・旧第百五十八条繰下・一部改正) 

(送達に関する民事訴訟法の準用) 

第百六十二条 前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百

三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、

同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、同法第

百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「個人情報保護委

員会」と読み替えるものとする。 

(令三法三七・追加・旧第百五十九条繰下) 

(公示送達) 

第百六十三条 委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。 

一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 

二 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、

前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又は

これによっても送達をすることができないと認めるべき場合 

三 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁

に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 

2 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会

- 67 -



55/78 

 

 

の掲示場に掲示することにより行う。 

3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、そ

の効力を生ずる。 

4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とす

る。 

(令三法三七・追加・旧第百六十条繰下) 

(電子情報処理組織の使用) 

第百六十四条 委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成

十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条の規

定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規

定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六

十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項

を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委

員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなけれ

ばならない。 

(令三法三七・追加・旧第百六十一条繰下・一部改正) 

第四節 雑則 

(令三法三七・追加) 

(施行の状況の公表) 

第百六十五条 委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求

めることができる。 

2 委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 

(令三法三七・追加・旧第百六十二条繰下) 

(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め) 

第百六十六条 地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等によ

る個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、

必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。 

2 委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言

を行うものとする。 

(令三法三七・追加) 

(条例を定めたときの届出) 
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第百六十七条 地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例

を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及び

その内容を委員会に届け出なければならない。 

2 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネッ

トの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

3 前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。 

(令三法三七・追加) 

(国会に対する報告) 

第百六十八条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を

報告するとともに、その概要を公表しなければならない。 

(令三法三七・追加・旧第百六十三条繰下) 

(案内所の整備) 

第百六十九条 委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備す

るものとする。 

(令三法三七・追加・旧第百六十四条繰下) 

(地方公共団体が処理する事務) 

第百七十条 この法律に規定する委員会の権限及び第百五十条第一項又は第四項の規定に

より事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところ

により、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百六十五条繰下・一部改正) 

第七章 雑則 

(平二七法六五・旧第五章繰下、令三法三七・旧第六章繰下) 

(適用範囲) 

第百七十一条 この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報

取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に

関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとな

る個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情

報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。 

(令二法四四・全改、令三法三七・旧第七十五条繰下・旧第百六十六条繰下・一部

改正) 

(外国執行当局への情報提供) 
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第百七十二条 委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この

条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職

務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行

うことができる。 

2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以

外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対

象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)

に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。 

3 委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場

合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に

使用することについて同意をすることができる。 

一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又

は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。 

二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内に

おいて行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるもの

でないとき。 

三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。 

4 委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該

当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣

の確認を、それぞれ受けなければならない。 

(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第七十八条繰下・旧第百六十七条繰下) 

(国際約束の誠実な履行等) 

第百七十三条 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠

実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなけれ

ばならない。 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第七十八条の二繰下・旧第百六十八条繰下) 

(連絡及び協力) 

第百七十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を

除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 

(平二七法六五・旧第五十四条繰下・旧第七十一条繰下・一部改正、令三法三七・

旧第八十条繰下・旧第百六十九条繰下・一部改正) 
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(政令への委任) 

第百七十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で

定める。 

(平二七法六五・旧第五十五条繰下・旧第七十二条繰下、令三法三七・旧第八十一

条繰下・旧第百七十条繰下) 

第八章 罰則 

(平二七法六五・旧第六章繰下、令三法三七・旧第七章繰下) 

第百七十六条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める

業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事

している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若し

くは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者

が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号

に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供

したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

(令三法三七・追加・旧第百七十一条繰下・一部改正) 

第百七十七条 第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下

の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

(平二七法六五・追加・旧第七十三条繰下・一部改正、令三法三七・旧第八十二条

繰下・旧第百七十二条繰下・一部改正) 

第百七十八条 第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該

違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第八十三条繰下・旧第百七十三条繰下・一部

改正) 

第百七十九条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の

定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、そ

の役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関

して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したもの

を含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

(平二七法六五・追加、令二法四四・旧第八十三条繰下、令三法三七・旧第八十四

条繰下・旧第百七十四条繰下・一部改正) 
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第百八十条 第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己

若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役

又は五十万円以下の罰金に処する。 

(令三法三七・追加・旧第百七十五条繰下・一部改正) 

第百八十一条 行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供す

る目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき

は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

(令三法三七・追加・旧第百七十六条繰下) 

第百八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万

円以下の罰金に処する。 

一 第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報

告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若し

くは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

二 第百五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

(平二七法六五・旧第五十七条繰下・旧第七十五条繰下・一部改正、令二法四四・

一部改正、令三法三七・旧第八十五条繰下・旧第百七十七条繰下・一部改正) 

第百八十三条 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条までの規定

は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

(平二七法六五・追加・旧第七十六条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令

三法三七・旧第八十六条繰下・旧第百七十八条繰下・一部改正) 

第百八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科す

る。 

一 第百七十八条及び第百七十九条 一億円以下の罰金刑 

二 第百八十二条 同条の罰金刑 

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、

その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合

の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(平二七法六五・旧第五十八条繰下・旧第七十七条繰下・一部改正、令二法四四・

一部改正、令三法三七・旧第八十七条繰下・旧第百七十九条繰下・一部改正) 
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第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 

一 第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の

規定に違反した者 

二 第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

三 偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個

人情報の開示を受けた者 

(平二七法六五・旧第五十九条繰下・旧第七十八条繰下・一部改正、令二法四四・

一部改正、令三法三七・旧第八十八条繰下・旧第百八十条繰下・一部改正) 

附 則 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二

条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

(平成一五年政令第五〇六号で平成一七年四月一日から施行) 

(本人の同意に関する経過措置) 

第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合に

おいて、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情

報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第

二項の同意があったものとみなす。 

第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合に

おいて、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める

旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。 

(通知に関する経過措置) 

第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置

かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知され

ているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。 

第五条 第二十三条第五項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状

態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通

知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。 

(平二七法六五・一部改正) 

(名称の使用制限に関する経過措置) 
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第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい

名称を用いている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適

用しない。 

(行政機関等匿名加工情報に関する経過措置) 

第七条 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市以外の地方公共

団体の機関並びに地方独立行政法人についての第百十条及び第百十一条の規定の適用に

ついては、当分の間、第百十条中「行政機関の長等は、」とあるのは「行政機関の長等は、

次条の規定による募集をしようとする場合であって、」と、第百十一条中「ものとする」

とあるのは「ことができる」とする。 

(令三法三七・全改) 

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行

する。 

(施行の日＝平成一七年四月一日) 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(施行の日＝平成一六年四月一日) 

一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日の

いずれか遅い日 

(この法律の施行の日＝平成一六年四月一日) 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。 

附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄 

(施行期日) 
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第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施

行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

(施行の日＝平成二一年九月一日) 

一 附則第九条の規定 この法律の公布の日 

(処分等に関する経過措置) 

第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を

含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その

他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行

後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」

という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知

その他の行為とみなす。 

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為

は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により

された免許の申請、届出その他の行為とみなす。 

3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければな

らない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別

段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその

手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

(命令の効力に関する経過措置) 

第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行

政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行

後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府

令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

(罰則の適用に関する経過措置) 

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

(政令への委任) 

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 
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附 則 (平成二七年九月九日法律第六五号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(平成二八年政令第三八五号で平成二九年五月三〇日から施行) 

一 附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定 公布の日 

二 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第

九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、

第三十四条並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日 

三 略 

四 次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定め

る日 

(平成二八年政令第三八五号で平成二九年三月一日から施行) 

五 第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並び

に附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十六条の規定 番号利用法

附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 

(施行の日＝平成二九年五月三〇日) 

(平二九法三六・一部改正) 

(通知等に関する経過措置) 

第二条 第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護

法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者

は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、同項第五号に掲げる事項に相当する事項について本人に通知す

るとともに、同項各号に掲げる事項に相当する事項について個人情報保護委員会に届け出

ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定に

よる通知及び届出とみなす。 

(外国にある第三者への提供に係る本人の同意に関する経過措置) 

第三条 施行日前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、そ

の同意が新個人情報保護法第二十四条の規定による個人データの外国にある第三者への

提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同条の同意があったものとみなす。 

(主務大臣がした処分等に関する経過措置) 
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第四条 施行日前に第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個

人情報保護法」という。)又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第三十六

条又は第四十九条に規定する主務大臣(以下この条において単に「主務大臣」という。)が

した勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法

又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その

他の処分又は通知その他の行為とみなす。 

2 この法律の施行の際現に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大

臣に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又は

これに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出

その他の行為とみなす。 

3 施行日前に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対して届

出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものに

ついては、施行日以後は、これを、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に

より個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項について

その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。 

(委員長又は委員の任命等に関する経過措置) 

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の

委員長又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規定による改正後の個人

情報の保護に関する法律(以下この条において「第二号新個人情報保護法」という。)第五

十四条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたもの

とみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号新個

人情報保護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個

人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間と

する。 

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保

護委員会の委員については、第二号新個人情報保護法第五十四条第三項に規定する委員の

任命のために必要な行為は、第二号施行日前においても行うことができる。 

3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務

局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件を

もって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。 

(罰則の適用に関する経過措置) 
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第九条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行

為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以

後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 

(事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配

慮) 

第十一条 個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第八条に規定する事業者等が講ずべき

措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この法律の施行に

より旧個人情報保護法第二条第三項第五号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者とな

ることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮するものとする。 

(検討) 

第十二条 政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保

有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関が保有する同条第

二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平

成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有する同条第二項

に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取

扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第二条第九項に規

定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工し

て得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な

利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一

的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 

2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定

及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必

要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

3 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保

護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業

の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、
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必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

4 政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法(昭和四

十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者

等から、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に

規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供

を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措

置を講ずるものとする。 

5 政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリテ

ィ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバー

セキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国

の行政機関等における同法第十三条に規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る

体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

6 政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を踏

まえ、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の

保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制

の在り方について検討するものとする。 

(令二法四四・一部改正) 

附 則 (平成二八年五月二七日法律第五一号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。 

(平成二九年政令第一八号で平成二九年五月三〇日から施行) 

附 則 (平成二九年五月二四日法律第三六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

(平成二九年政令第一四八号で平成二九年五月二九日から施行) 

附 則 (平成三〇年七月二七日法律第八〇号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
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から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、

第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)

に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から

第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第

十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定 公布の日から起算

して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

(令和元年政令第一三四号で令和二年一月七日から施行) 

(令元法一六・一部改正) 

附 則 (令和元年五月三一日法律第一六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

(令和元年政令第一八二号で令和元年一二月一六日から施行) 

附 則 (令和二年六月一二日法律第四四号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(令和三年政令第五五号で令和四年四月一日から施行) 

一 附則第九条から第十一条までの規定 公布の日 

二 第一条中個人情報の保護に関する法律第八十四条を削り、同法第八十三条を同法第八

十四条とし、同法第八十二条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定、

同法第八十六条の改正規定及び同法第八十七条の改正規定、第二条中行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条の改正規定並びに

第三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第四十六

条の改正規定、同法第四十六条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規

定及び同法第四十九条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して六

月を経過した日 

三 次条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日 
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(令和三年政令第五五号で令和三年一〇月一日から施行) 

(通知等に関する経過措置) 

第二条 第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護

法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者

は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、同項第一号、第四号及び第八号に掲げる事項に相当する事項に

ついて、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場

合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみな

す。 

第三条 新個人情報保護法第二十三条第五項第三号に規定する個人データの管理について

責任を有する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名に相当する事項について、

施行日前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたもの

とみなす。 

(外国にある第三者への提供に係る情報提供等に関する経過措置) 

第四条 新個人情報保護法第二十四条第二項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に

同条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。 

2 新個人情報保護法第二十四条第三項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に個人

データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。 

(個人関連情報の第三者提供に係る本人の同意等に関する経過措置) 

第五条 施行日前になされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合におい

て、その同意が新個人情報保護法第二十六条の二第一項の規定による個人関連情報の第三

者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項第一号の同意があったも

のとみなす。 

2 新個人情報保護法第二十六条の二第二項において読み替えて準用する新個人情報保護

法第二十四条第三項の規定は、個人関連情報取扱事業者が施行日以後に個人関連情報を同

項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。 

(認定個人情報保護団体の対象事業者に関する経過措置) 

第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業

者等については、施行日において新個人情報保護法第五十一条第一項の同意があったもの

とみなして、同項の規定を適用する。 

(罰則の適用に関する経過措置) 
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第八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 

(検討) 

第十条 政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報

通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘

案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十

五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定

を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十

七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日 

二 略 

三 附則第七条第三項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政

令で定める日 

(令和三年政令第二九一号で令和四年一月一日から施行) 

四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三

条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法

第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、

第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住

民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第

三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、

第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及
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び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん

登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条

例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、

第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない

範囲内において、各規定につき、政令で定める日 

(令和三年政令第二九一号で令和四年四月一日から施行) 

五 略 

六 附則第八条第二項及び第九条第三項の規定 公布の日から起算して一年六月を超え

ない範囲内において政令で定める日 

(令和四年政令第一七六号で令和四年一〇月一日から施行) 

七 第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三

項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の

次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第

三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」

の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二

十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に

限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五

条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部

分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起

算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 

(令和四年政令第一七六号で令和五年四月一日から施行) 

(第五十条の規定の施行に伴う経過措置) 

第七条 第五十条の規定の施行の日(以下この条において「第五十条施行日」という。)前に

別表第二法人等(第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後

個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条

第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若

しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者

健康安全機構又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個

人情報取扱事業者をいう。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取

扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第十七
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条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認め

る旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において第五十条改正後個人情

報保護法第十八条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 

2 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同

意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第一項の規

定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第

五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

3 第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に

提供しようとする別表第二法人等は、第五十条施行日前においても、個人情報保護委員会

規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知

するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通

知及び届出は、第五十条施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。 

4 第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、又

は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、第五

十条施行日前に、別表第二法人等により本人に通知されているときは、当該通知は、第五

十条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。 

5 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同

意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規

定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであ

るときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

6 第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、別表第二法人等が第五十条

施行日以後に第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定により本人の同意

を得る場合について適用する。 

7 第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、別表第二法人等が第五十条

施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適

用する。 

8 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人関連情報の取扱いに関す

る同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第三十一条第一項

第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するもので

あるときは、第五十条施行日において同号の同意があったものとみなす。 

9 第五十条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五十
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条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以

後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。 

10 第五十条施行日前に第五十条改正後個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機

関等(第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人

情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労

働者健康安全機構を除く。以下この条において「行政機関等」という。)に対しされた本

人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人

情報保護法第六十一条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的のために保有

個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、

第五十条施行日において第五十条改正後個人情報保護法第六十九条第二項第一号の同意

があったものとみなす。 

11 第五十条施行日前に行政機関等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意が

ある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定に

よる保有個人情報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものである

ときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

12 第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、行政機関等が第五十条施

行日以後に第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を

得る場合について適用する。 

13 第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、行政機関等が第五十条施

行日以後に保有個人情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適

用する。 

14 第五十条施行日において現に第五十条改正後個人情報保護法第二条第八項に規定する

行政機関が保有している第五十条改正後個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人

情報ファイルについての第五十条改正後個人情報保護法第七十四条第一項の規定の適用

については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」

とあるのは「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法

律第三十七号)第五十条の規定の施行後遅滞なく」とする。 

(第五十一条の規定の施行に伴う準備行為) 

第八条 国は、第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条、

次条及び附則第十条第一項において「第五十一条改正後個人情報保護法」という。)の規

定による地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱い
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を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法によ

り地方公共団体の機関及び地方独立行政法人における第五十一条改正後個人情報保護法

の施行のために必要な準備行為の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、

当該準備行為について技術的な助言又は勧告をするものとする。 

2 第五十一条改正後個人情報保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一条

の規定の施行の日(次条において「第五十一条施行日」という。)前においても行うことが

できる。 

(第五十一条の規定の施行に伴う経過措置) 

第九条 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等(第五十一条改正後個人情報保護法

第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人

情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加

工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる

第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者をいう。以下この条

において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第十七条第一項の規定により特定される利

用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであると

きは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報保護法第十八条第一項又は第

二項の同意があったものとみなす。 

2 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱い

に関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十七

条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するもので

あるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

3 第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者

に提供しようとする特定地方独立行政法人等は、第五十一条施行日前においても、個人情

報保護委員会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、

本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合におい

て、当該通知及び届出は、第五十一条施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみ

なす。 

4 第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、

又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、第

五十一条施行日前に、特定地方独立行政法人等により本人に通知されているときは、当該

- 86 -



74/78 

 

 

通知は、第五十一条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。 

5 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱い

に関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十八

条第一項の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当

するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

6 第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、特定地方独立行政法人等

が第五十一条施行日以後に第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定に

より本人の同意を得る場合について適用する。 

7 第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等

が第五十一条施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場

合について適用する。 

8 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人関連情報の取

扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第三

十一条第一項第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相

当するものであるときは、第五十一条施行日において同号の同意があったものとみなす。 

9 第五十一条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五

十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五

十一条施行日以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合に

ついて適用する。 

10 第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第

四号に掲げる者(第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十

一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる

第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者を除く。以下この条

において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第六十一条第一項の規定により特定される

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の

同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報

保護法第六十九条第二項第一号の同意があったものとみなす。 

11 第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第

四号に掲げる者に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定による保有個人情
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報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一

条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

12 第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、第五十一条改正後個人

情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に第五

十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得る場合につ

いて適用する。 

13 第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、第五十一条改正後個人

情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に保有

個人情報を第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項に規定する外国にある第

三者に提供した場合について適用する。 

(第五十一条と条例との関係) 

第十条 地方公共団体の条例の規定で、第五十一条改正後個人情報保護法で規制する行為を

処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第五十一条の規定の施行

と同時に、その効力を失うものとする。 

2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例

で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後

も、なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置) 

第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと

される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

(政令への委任) 

第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に

関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

(検討) 

第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個

人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにす

るため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含

め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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附 則 (令和四年五月二五日法律第四八号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第

五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日 

(政令への委任) 

第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。 

附 則 (令和四年五月二七日法律第五四号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

(令和四年政令第二一七号で令和四年六月一七日から施行) 

―――――――――― 

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四

法律六八)抄 

(経過措置の政令への委任) 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。 

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 

(施行期日) 

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

―――――――――― 

別表第一(第二条関係) 

(令三法三七・追加、令四法五四・一部改正) 

名称 根拠法 

沖縄科学技術大学院大学学園 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十

六号) 
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沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) 

外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関

する法律(平成二十八年法律第八十九号) 

株式会社国際協力銀行 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) 

株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 

株式会社日本貿易保険 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) 

原子力損害賠償・廃炉等支援機

構 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九

十四号) 

国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) 

大学共同利用機関法人 国立大学法人法 

日本銀行 日本銀行法(平成九年法律第八十九号) 

日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) 

日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) 

日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) 

日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) 

農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三

号) 

福島国際研究教育機構 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) 

放送大学学園 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号) 

預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) 

別表第二(第二条、第五十八条関係) 

(令三法三七・追加・一部改正、令四法五四・一部改正) 

名称 根拠法 

沖縄科学技術大学院大学学園 沖縄科学技術大学院大学学園法 

国立研究開発法人 独立行政法人通則法 

国立大学法人 国立大学法人法 

大学共同利用機関法人 国立大学法人法 

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一

号) 

独立行政法人地域医療機能推進独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第
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機構 七十一号) 

福島国際研究教育機構 福島復興再生特別措置法 

放送大学学園 放送大学学園法 
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○府中市個人情報の保護に関する条例 

平成15年６月20日 

条例第８号 

 改正 平成17年９月30日条例第18号 平成27年９月25日条例第26号 

 平成27年12月21日条例第28号 平成27年12月21日条例第30号 

 平成29年７月６日条例第15号 令和３年12月22日条例第22号 

目次 

第１章 総則(第１条～第５条) 

第２章 個人情報の収集(第６条～第９条) 

第３章 個人情報の管理(第10条～第12条) 

第４章 個人情報の利用及び提供(第13条～第15条) 

第５章 自己情報の開示請求等の権利(第16条～第28条) 

第６章 苦情の申出及び審査請求(第29条～第38条) 

第７章 府中市情報公開・個人情報保護審議会(第39条) 

第８章 事業者等に対する措置(第40条～第42条) 

第９章 雑則(第43条～第47条) 

第１０章 罰則(第48条～第52条) 

付則 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、個人に関する情報の取扱いについての基本的事項を定め、府中市(以

下「市」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する権

利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、市政の適正な運営に

資することを目的とする。 

(用語の定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資

産評価審査委員会及び議会をいう。 

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)

で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、実施機関が保有する文
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書、図画、写真、フィルム及び電磁的媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によって認識することができない方式で記録されるための媒体をいう。以下同じ。)

に記録されるもの又は記録されたものをいう。 

(3) 電子計算組織 一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事

務を処理する組織をいう。 

(4) 事業者 法人(国及び地方公共団体並びに第41条に規定する出資等法人を除く。)

その他の団体及び事業を営む個人をいう。 

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第２条第８項に規定する特

定個人情報をいう。 

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第１項及び第２項(これらの規定を番号法第26条

において準用する場合を含む。)に規定する記録をいう。 

(平27条例26・平29条例15・一部改正) 

(実施機関等の責務) 

第３条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置

を講じなければならない。 

２ 実施機関は、その所属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第３条第２項及

び第３項に定める一般職及び特別職の職員をいう。以下同じ。)に対して、個人情報の

取扱いに関する教育を行い、指導及び監督に努めなければならない。 

３ 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その

職を退いた後も、同様とする。 

(市民の責務) 

第４条 市民は、個人に関する情報の保護の重要性を認識するとともに、相互に個人の権

利利益を尊重し、個人に関する情報の保護に努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第５条 事業者は、その事業の実施に当たっては、個人に関する情報の保護の重要性を認

識するとともに、個人に関する情報の取扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう努めなければならない。 

第２章 個人情報の収集 

(適正収集の原則) 

第６条 実施機関は、個人情報を収集する場合は、個人情報を取り扱う事務の目的を明確
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にし、当該事務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で、適法かつ公正な手

段によって行わなければならない。 

(収集の制限) 

第７条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集する場合は、本人から収集

しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人

以外のものから個人情報(特定個人情報を除く。)を収集することができる。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 

(4) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(5) 所在不明、精神上の障害等の事由により、本人から収集することができないとき。 

(6) 争訟、選考、指導等の事務で、本人から収集したのでは、その事務の目的を達成

し得ないとき、又は事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。 

(7) 他の実施機関から収集するとき。 

(8) 国又は他の地方公共団体から収集することが、事務の執行上やむを得ないと認め

られるとき。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が第39条に規定する府中市情報公開・個人

情報保護審議会(第39条を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴いて、公益上特

に必要があると認めるとき。 

(平27条例26・一部改正) 

(収集の禁止) 

第８条 実施機関は、次に掲げる事項に係る個人情報の収集をしてはならない。ただし、

法令等の定めがあるとき、又は実施機関が審議会の意見を聴いて職務執行上特に必要で

あると認めたときは、この限りでない。 

(1) 思想、信条又は信教に関する事項 

(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項 

(3) 犯罪に関する事項 

(4) 病歴その他の個人の心身に関する事項 

(個人情報を取り扱う事務の届出等) 

第９条 実施機関は、継続して行う個人情報を取り扱う事務を新たに開始しようとすると
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きは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称 

(2) 個人情報の利用の目的 

(3) 個人情報の内容 

(4) 個人情報の対象者 

(5) 個人情報の管理責任者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、府中市規則で定める事項 

２ 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については

適用しない。 

３ 実施機関は、第１項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る事務を廃止

したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

４ 市長は、第１項又は前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を

速やかに審議会に報告しなければならない。 

５ 市長は、第１項又は第３項の規定による届出に係る事項について、目録を作成し、一

般の閲覧に供しなければならない。 

第３章 個人情報の管理 

(適正管理の原則) 

第１０条 実施機関は、個人情報を管理するに当たっては、個人情報の管理責任者を定め

るとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。 

(1) 個人情報をその利用目的に照らして正確かつ最新のものとすること。 

(2) 個人情報の改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。 

(3) 個人情報の漏えいを防止すること。 

２ 実施機関は、管理する必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は

消去しなければならない。 

(委託等に伴う措置) 

第１１条 実施機関は、個人情報の処理を含む業務の全部又は一部を実施機関以外のもの

に委託するとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の２第３項

に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、当該

業務を受託するもの又は当該指定管理者に対して、個人情報の保護について必要な措置

を講じさせなければならない。 

(平17条例18・一部改正) 
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(受託者等の責務等) 

第１２条 実施機関から前条に規定する業務を受託したもの又は市の公の施設の指定管

理者は、個人情報の改ざん、滅失、き損及び漏えいの防止その他の個人情報の適正な管

理について必要な措置を講じなければならない。 

２ 前条の規定により実施機関から委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)に従事

している者若しくは従事していた者又は前項の指定管理者に係る公の施設の管理に関

する業務(以下「管理業務」という。)に従事している者若しくは従事していた者は、受

託業務若しくは管理業務に係る個人情報を漏らし、又は受託業務以外若しくは管理業務

以外の目的で持ち出し、若しくは使用してはならない。 

３ 受託業務に関するこの条例の規定は、市の区域外にある受託者に対してもその効力を

有する。 

(平17条例18・一部改正) 

第４章 個人情報の利用及び提供 

(適正利用の原則) 

第１３条 実施機関は、収集した個人情報を事務の目的に即して適正に利用しなければな

らない。 

(目的外利用及び外部提供の制限) 

第１４条 実施機関は、個人情報の第９条第１項の規定により届け出た事務の目的の範囲

を超えた利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。 

２ 実施機関は、番号法第19条に掲げる場合を除き、個人情報の当該実施機関以外のもの

への提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、個

人情報(特定個人情報を除く。)の目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」とい

う。)をすることができる。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令等に定めがあるとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 

(4) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(5) 市の実施機関内で利用する場合、又は国若しくは他の地方公共団体に提供する場

合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認めら

れるとき。 
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(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上特に必要

があると認めるとき。 

４ 実施機関は、前項の規定により外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、

個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正

な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。 

５ 第１項の規定にかかわらず、実施機関は、府中市個人番号の利用に関する条例(平成

27年12月府中市条例第28号)に定めがあるとき、又は個人の生命、身体若しくは財産を

守るために必要である場合であって、本人の同意があり、若しくは本人の同意を得るこ

とが困難であると認められるときは、特定個人情報(情報提供等記録に記録された特定

個人情報を除く。)の目的外利用をすることができる。 

(平27条例26・平27条例28・一部改正) 

(電子計算組織の結合の制限) 

第１５条 実施機関は、次に掲げる場合を除き、個人情報を処理するため、市の電子計算

組織と国、他の地方公共団体その他市以外のもの(以下「接続先機関」という。)の電子

計算組織との通信回線による結合を行ってはならない。 

(1) 法令等に定めがあるとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、職務執行上特に必

要があると認めるとき。 

２ 実施機関は、市の電子計算組織と接続先機関の電子計算組織との通信回線による結合

により個人情報の処理を行っている場合において、個人情報の漏えい又は不適切な利用

のおそれがあると認めるときは、接続先機関に対して報告を求め、又は必要な調査を行

わなければならない。 

３ 実施機関は、前項の報告又は調査により、個人情報の漏えい又は不適切な利用がある

と認めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴いて、個人情報の保護を図るため、必要

な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、必要

な措置を講じた後、速やかにその内容を審議会に報告しなければならない。 

第５章 自己情報の開示請求等の権利 

(開示の請求) 

第１６条 何人も、実施機関に対し、その実施機関が保有する自己に関する個人情報(第

９条第２項の事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開

示請求」という。)をすることができる。 
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２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しく

は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称す

る。))は、本人に代わって開示請求をすることができる。 

(平27条例26・一部改正) 

(自己情報の開示) 

第１７条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る自己情報が次の各

号のいずれかに該当する場合を除き、開示しなければならない。 

(1) 法令等の規定により、開示することができないとき。 

(2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関するもので、開示することに

より、実施機関の事務の適正な執行に支障を生ずるおそれがあるとき。 

(3) 調査、争訟等に関するもので、開示することにより、実施機関の事務の適正な執

行に支障を生ずるおそれがあるとき。 

(4) 国又は他の地方公共団体から提供されたもので、開示することにより、その情報

を提供した国又は他の地方公共団体の事務の執行に支障を生ずるおそれがあるとき。 

(5) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。 

(6) 代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが本人の利益に反

すると認められるとき。 

(平27条例26・一部改正) 

(部分開示) 

第１８条 実施機関は、開示請求に係る自己情報に、前条各号の規定により開示しないこ

とができる自己情報(以下「非開示情報」という。)とそれ以外の自己情報がある場合に

おいて、当該開示請求の趣旨を損なうことがないと認めるときは、非開示情報を除いて

開示しなければならない。 

(自己情報の存否に関する情報) 

第１９条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答える

だけで、第17条第５号又は第６号の規定に該当する非開示情報を開示することとなると

きは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否する

ことができる。 

(訂正の請求) 

第２０条 何人も、実施機関が保有する自己情報に誤りがあると認めるときは、当該実施

機関に対して、当該自己情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることがで
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きる。 

２ 第16条第２項の規定は、訂正請求について準用する。 

(削除の請求) 

第２１条 何人も、実施機関が第７条第２項若しくは第８条ただし書の規定によらないで、

又は番号法第20条の規定に違反して自己情報を収集したと認めるときは、当該実施機関

に対して、当該自己情報の削除の請求(情報提供等記録に記録された特定個人情報に係

る請求を除く。以下「削除請求」という。)をすることができる。 

２ 第16条第２項の規定は、削除請求について準用する。 

(平27条例26・一部改正) 

(中止の請求) 

第２２条 何人も、実施機関が第14条第３項若しくは第５項の規定によらないで、若しく

は番号法第19条の規定に違反して自己情報の目的外利用等をしていると認めるとき、又

はするおそれがあると認めるときは、当該実施機関に対して、当該自己情報の目的外利

用等の中止の請求(情報提供等記録に記録された特定個人情報に係る請求を除く。以下

「中止請求」という。)をすることができる。 

２ 第16条第２項の規定は、中止請求について準用する。 

(平27条例26・一部改正) 

(請求手続) 

第２３条 開示請求、訂正請求、削除請求又は中止請求をしようとする者(以下「請求者」

という。)は、実施機関に対して、自己が請求に係る自己情報の本人(代理人による請求

にあっては、当該代理人)であることを明らかにするために必要な書類を提出し、又は

提示して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出するものとする。 

(1) 請求者の氏名及び住所 

(2) 請求に係る自己情報の内容 

(3) 訂正、削除又は中止の内容 

(4) 前３号に掲げるもののほか、府中市規則又は実施機関(市長を除く。)の規則その

他の規程(以下「市規則等」という。)で定める事項 

(平27条例26・一部改正) 

(請求による一時停止) 

第２４条 実施機関は、訂正請求、削除請求又は中止請求があったときは、次条の決定を

するまでの間、当該自己情報の利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、
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一時停止によって実施機関の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りで

ない。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により一時停止をしなかったときは、その事実を速

やかに審議会に報告しなければならない。 

(請求に対する決定等) 

第２５条 実施機関は、第23条に規定する請求があったときは、請求のあった日の翌日か

ら起算して、開示請求の場合にあっては10日以内に、訂正請求、削除請求又は中止請求

の場合にあっては30日以内に、当該請求に対する決定(第19条の規定により拒否するこ

ととする決定及び当該請求に係る自己情報を実施機関が保有していない場合の決定を

含む。以下「開示決定等」という。)をしなければならない。 

２ 実施機関は、開示決定等をしたときは、請求者に対し、その決定の内容を記載した書

面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内に開示決定等をする

ことができないときは、同項の規定にかかわらず、請求のあった日の翌日から起算して

60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、

速やかに延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。 

４ 実施機関は、開示決定等のうち請求を認めない決定(第18条の規定により自己情報の

一部を開示しないこととする決定、第19条の規定により拒否することとする決定及び当

該請求に係る自己情報を実施機関が保有していない場合の決定を含む。)をしたときは、

第２項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、開示しないこ

とと決定した自己情報の開示しない理由がなくなる時期をあらかじめ明示できるとき

は、その時期を明らかにしなければならない。 

(第三者保護に関する手続) 

第２６条 開示請求に係る自己情報に第三者に関する情報が含まれているときは、実施機

関は、開示請求に対する決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求がなさ

れた事実その他市規則等で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えること

ができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情

報の開示に反対の意思表示をした意見書を提出した場合において、開示請求を認める決

定をするときは、開示請求に対する決定の日と開示する日との間に少なくとも14日間を

置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求に対する決定の後直
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ちに当該意見書(第31条及び第32条において「反対意見書」という。)を提出した第三者

に対し、開示請求に対する決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により

通知しなければならない。 

(平27条例30・一部改正) 

(開示等の実施) 

第２７条 実施機関は、第25条の規定により第23条に規定する請求を認める決定をしたと

きは、速やかに当該自己情報について開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をしな

ければならない。 

２ 自己情報の開示は、実施機関が第25条第２項に規定する書面で指定する日時及び場所

において行う。この場合において、請求者は、実施機関に対して、自己がその開示請求

に係る自己情報の本人(代理人による請求にあっては、当該代理人)であることを明らか

にするために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。 

３ 自己情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィ

ルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的媒体に

ついては視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限

る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して市規則等で定める方法により行う。 

４ 実施機関は、前項の視聴又は閲覧の方法による自己情報の開示にあっては、その自己

情報が記録されたものの保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的

な理由があるときは、その自己情報が記録されたものの写しによりこれを行うことがで

きる。 

５ 自己情報の訂正(情報提供等記録に記録された特定個人情報の訂正を除く。)、削除又

は目的外利用等の中止をした場合には、実施機関は、その旨を請求者及び当該個人情報

の外部提供を受けているものに対し、通知しなければならない。 

６ 自己に関する情報提供等記録に記録された特定個人情報の訂正をした場合において、

必要があると認めるときは、実施機関は、その旨を請求者、内閣総理大臣及び番号法第

19条第８号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第９号に規定する条例

事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録

に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、通知するものと

する。 

(平27条例26・平29条例15・令３条例22・一部改正) 

(手数料等) 
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第２８条 前条の規定による個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に係る

手数料は、無料とする。 

２ 前条第３項の規定により自己情報の写しの交付を受ける者は、府中市規則で定めると

ころにより、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。 

第６章 苦情の申出及び審査請求 

(平27条例30・改称) 

(苦情の申出) 

第２９条 何人も、実施機関に対し、自己情報の取扱いについて、苦情を申し出ることが

できる。 

２ 実施機関は、前項の規定による申出があったときは、迅速かつ適切に対応しなければ

ならない。 

(審理手続に関する規定の適用除外) 

第３０条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第９条第１項の規定による同法第２章

第３節に規定する審理手続(同章第１節に規定する手続を含む。)を行う者の指名は、開

示決定等に係る審査請求においては行わないものとする。 

(平27条例30・追加) 

(審査会への諮問) 

第３１条 開示決定等について審査請求があったときは、実施機関は、次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、速やかに府中市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に

諮問をし、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をするものとする。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示す

ることとする場合(当該自己情報の開示について反対意見書が提出されている場合を

除く。) 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正をするこ

ととする場合 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の目的外利用等

の中止をすることとする場合 

(平27条例30・旧第30条繰下・一部改正) 

(諮問をした旨の通知) 

第３２条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次
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に掲げるものに対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以

下同じ。) 

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 

(3) 当該審査請求に係る自己情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該

第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 

(平27条例30・旧第31条繰下・一部改正) 

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続) 

第３３条 第26条第２項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につい

て準用する。 

(1) 開示請求に対する決定に係る第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定

を除く。)を変更し、当該審査請求に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である

参加人が当該自己情報の開示に反対の意思表示をしている場合に限る。) 

(平27条例30・旧第32条繰下・一部改正) 

(審査会の調査権限) 

第３４条 審査会(府中市行政不服審査会条例(平成27年12月府中市条例第29号)第６条第

１項の規定により設置する部会に審議させる場合にあっては部会。以下同じ。)は、必

要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る自

己情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、そ

の提示された自己情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んでは

ならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示

決定等に係る自己情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料

を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請

求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に行政不服審査法第29

条第２項に規定する弁明書、同法第30条第１項に規定する反論書若しくは同条第２項に

規定する意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を

陳述させることその他必要な調査をすることができる。 
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５ 審査会は、諮問実施機関から行政不服審査法第29条第２項に規定する弁明書の提出が

あったときはこれを審査請求人及び参加人に、審査請求人から同法第30条第１項に規定

する反論書の提出があったときはこれを諮問実施機関及び参加人に、参加人から同条第

２項に規定する意見書の提出があったときはこれを諮問実施機関及び審査請求人に、そ

れぞれ送付しなければならない。 

(平27条例30・旧第35条繰上・一部改正) 

(意見の陳述等) 

第３５条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭

で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。 

２ 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合は、

審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努

めるものとする。 

(平27条例30・旧第36条繰上・一部改正) 

(提出資料の閲覧等) 

第３６条 審査請求人及び参加人は、審査会に対し第34条第３項若しくは第４項の規定に

より提出された資料若しくは前条第１項の規定により提出された意見書若しくは資料

の閲覧(電磁的媒体に記録された事項にあっては、第27条第３項に規定する方法により

表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し若しくは当該電磁的媒体に記

録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会

は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでな

ければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとする

ときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならな

い。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

３ 審査会は、第１項の規定による閲覧又は交付について、その日時及び場所を指定する

ことができる。 

４ 第１項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、府中市手数料条例(平成

12年３月府中市条例第５号)に定める手数料を納めなければならない。 

(平27条例30・旧第37条繰上・一部改正) 

(審議の非公開) 

第３７条 審査会の行う審議は、公開しない。 
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(平27条例30・旧第38条繰上) 

(答申書の送付等) 

第３８条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参

加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

(平27条例30・追加) 

第７章 府中市情報公開・個人情報保護審議会 

(府中市情報公開・個人情報保護審議会) 

第３９条 府中市情報公開条例(平成12年９月府中市条例第27号)第34条に規定する府中

市情報公開・個人情報保護審議会(以下この条において「審議会」という。)は、第７条

第２項第９号、第８条ただし書、第９条第４項、第14条第３項第６号、第15条第１項第

２号及び第３項並びに第24条第２項に定めるもののほか、実施機関の諮問に応じ、次に

掲げる事項を審議することができる。 

(1) 個人情報の保護に関する重要な事項 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が審議会に諮ることが適当と認める事項 

２ 前項に定めるもののほか、審議会は、個人情報の保護について、実施機関に意見を述

べることができる。 

第８章 事業者等に対する措置 

(事業者への調査、指導等) 

第４０条 市長は、事業者が個人に関する情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認

めるときは、当該事業者に対して、関係資料の提出、質問その他の調査について協力を

求めることができる。 

２ 市長は、事業者が個人に関する情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、当該

事業者に対して当該行為の是正又は中止を指導し、又は勧告することができる。 

(出資等法人の個人に関する情報の保護) 

第４１条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるものは、こ

の条例に基づく市の施策に留意しつつ、個人に関する情報の適切な取扱いを確保するた

め必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(個人に関する情報の保護の普及促進) 

第４２条 市長は、市民及び事業者において個人に関する情報の保護が図られるよう、意

識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。 

第９章 雑則 
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(運用状況の公表) 

第４３条 市長は、毎年１回以上各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、

公表しなければならない。 

(市長の助言等) 

第４４条 市長は、市長以外の実施機関に対して、個人情報の保護について報告を求め、

又は助言することができる。 

(他の法令等との調整) 

第４５条 他の法令等により個人情報の開示(特定個人情報の開示を除く。)、訂正、削除

又は目的外利用等の中止に関する手続が定められている場合においては、当該他の法令

等の定めるところによる。ただし、開示請求については、府中市情報公開条例の規定は、

適用しない。 

(平27条例26・一部改正) 

(国等への要請) 

第４６条 市長は、個人に関する情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、

他の地方公共団体等に対して、個人に関する情報の保護に関し適切な措置を講ずるよう

要請するものとする。 

(委任) 

第４７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則等で定める。 

第１０章 罰則 

(罰則) 

第４８条 実施機関の職員若しくは職員であった者、受託業務に従事している者若しくは

従事していた者又は管理業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由

がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であっ

て、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報について電子計算機を用いて検

索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加

工したものを含む。)を提供したときは、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す

る。 

(平17条例18・一部改正) 

第４９条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報(官報、公報、白書、

新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及

び府中市規則で定める市の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用
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の資料として特別の管理がされているものを除く。)を自己若しくは第三者の不正な利

益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に

処する。 

第５０条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的媒体

に記録されたものを収集したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第５１条 前３条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

第５２条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者

は、５万円以下の過料に処する。 

付 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成15年８月１日(以下「施行日」という。)から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報の収集、管理又は利用をしている事務

の届出については、第９条第１項の規定中「継続して行う個人情報を取り扱う事務を新

たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を」とあるのは、「現に継続

して行っている個人情報を取り扱う事務について、次に掲げる事項を」と読み替えて、

同項の規定を適用する。 

３ この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集、管理、利用等につ

いては、この条例の相当規定により行ったものとみなす。 

(府中市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止) 

４ 府中市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年６月府中市条例

第16号)は、廃止する。 

(府中市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止に伴う経過措置) 

５ 施行日前に、府中市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例第17条第２項

の規定により府中市個人情報保護審査会の委員に委嘱されていた者は、施行日以後は、

この条例第33条第２項の規定により府中市個人情報保護審査会の委員に任命された者

とみなす。 

(府中市情報公開条例の一部改正) 

６ 府中市情報公開条例の一部を次のように改正する。 

第34条第１項中「府中市情報公開審議会」を「府中市情報公開・個人情報保護審議会」
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に改め、同条第２項中「５人以内」を「10人以内」に改め、同条第３項を次のように改

める。 

３ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再

任を妨げない。 

付 則(平成17年９月30日条例第18号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(平成27年９月25日条例第26号) 

この条例中第１条の規定は平成27年10月５日から、第２条の規定は行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第１条

第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

付 則(平成27年12月21日条例第28号抄) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成28年１月１日から施行する。 

付 則(平成27年12月21日条例第30号) 

(施行期日) 

１ この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。 

(府中市情報公開条例及び府中市個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措

置) 

２ この条例の施行の日前に、第２条の規定による改正前の府中市情報公開条例第19条第

１項の規定により府中市情報公開審査会に諮問し、又は第３条の規定による改正前の府

中市個人情報の保護に関する条例第30条の規定により府中市個人情報保護審査会に諮

問した事項のうち、この条例の施行の際に答申が行われていないものについては、府中

市行政不服審査会が調査審議し、答申を行うものとする。 

付 則(平成29年７月６日条例第15号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(令和３年12月22日条例第22号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○府中市個人情報の保護に関する条例施行規則 

平成15年７月29日 

規則第22号 

 改正 平成17年３月31日規則第17号 平成18年３月31日規則第20号 

 平成23年４月28日規則第21号 平成25年４月30日規則第36号 

 平成27年10月７日規則第65号 平成28年３月31日規則第31号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、府中市個人情報の保護に関する条例(平成15年６月府中市条例第８

号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(用語の定義) 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

(個人情報を取り扱う事務の届出) 

第３条 条例第９条第１項の規定による継続して行う個人情報を取り扱う事務の届出は、

個人情報取扱事務届出書(第１号様式)により行うものとする。 

(個人情報を取り扱う事務に係る届出事項) 

第４条 条例第９条第１項第６号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとす

る。 

(1) 個人情報を取り扱う事務を行う組織の名称 

(2) 個人情報を取り扱う事務の根拠 

(3) 個人情報を取り扱う事務を開始する年月日 

(4) 個人情報の処理の方法 

(5) 個人情報の記録媒体 

(6) 収集禁止事項を収集する根拠 

(7) 個人情報の主な収集先 

(8) 本人以外から収集する根拠 

(9) 事務の委託の有無 

(10) 条例第９条第１項の規定により届け出た事務の目的の範囲を超えた個人情報の

利用(以下「目的外利用」という。)又は市の実施機関以外のものへの個人情報の提供

(以下「外部提供」という。)の有無 

(11) 個人情報の目的外利用又は外部提供をする根拠 

(12) 個人情報の外部提供の提供先 
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(13) 個人情報を記録する主な文書、図画、写真、フィルム及び電磁的媒体(以下「文

書等」という。)の名称 

(個人情報を取り扱う事務の変更又は廃止の届出) 

第５条 条例第９条第３項の規定による個人情報を取り扱う事務の変更又は廃止の届出

は、個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(第２号様式)により行うものとする。 

(目録の作成及び閲覧) 

第６条 条例第９条第５項に規定する目録は、個人情報取扱事務届出書及び個人情報取扱

事務(変更・廃止)届出書に基づき作成することとする。 

２ 前項の目録は、府中市役所において一般の閲覧に供するものとする。 

(目的外利用又は外部提供の届出) 

第７条 条例第14条第３項の規定により目的外利用又は外部提供をしようとする実施機

関は、あらかじめ個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書を市長に提出しなければならな

い。 

(外部提供の条件) 

第８条 条例第14条第３項の規定により外部提供をしようとする実施機関は、外部提供を

受けるものに対し、次に掲げる事項を遵守するよう求めなければならない。ただし、事

務の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。 

(1) 外部提供を受けることにより知り得た秘密の保持 

(2) 申請目的以外の利用の禁止 

(3) 承認を受けたもの以外への提供の禁止 

(4) 複写又は複製の禁止 

(5) 利用期間終了後の返還又は廃棄 

(6) 事故発生時における報告 

(7) その他個人情報の保護に関し実施機関が必要と認める事項 

(開示請求等の手続) 

第９条 条例第23条第４号に規定する府中市規則で定める事項は、次に掲げるとおりとす

る。 

(1) 請求年月日 

(2) 請求者の連絡先 

(3) 条例第16条第１項の規定による自己情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)

にあっては、開示の方法 
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(4) 条例第16条第２項(条例第20条第２項、第21条第２項及び第22条第２項において準

用する場合を含む。)の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人

の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)が請求をする場合にあっては、当

該請求に係る自己情報の本人の氏名、住所、連絡先及び代理人により請求する理由 

(5) 条例第20条第１項の規定による自己情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)

にあっては、訂正を求める理由 

(6) 条例第21条第１項の規定による自己情報の削除の請求(以下「削除請求」という。)

にあっては、削除を求める理由 

(7) 条例第22条第１項の規定による自己情報の目的外利用及び外部提供の中止の請求

(以下「中止請求」という。)にあっては、中止を求める理由 

２ 条例第23条に規定する請求書の提出は、自己情報(開示・訂正・削除・中止)請求書(第

３号様式)により行うものとする。 

(平27規則65・平28規則31・一部改正) 

(開示請求等の請求者の確認) 

第１０条 条例第23条及び第27条第２項に規定する本人又はその代理人であることを明

らかにするために必要な書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 官公署の発行した写真のはり付けてある身分証明書、免許証その他本人又は代理

人本人であることを証明できる書面 

(2) 実施機関が、本人確認のため請求者に対し照会した文書 

(3) 前２号によりがたい場合は、客観的に本人又は代理人本人であることを証明でき

る書面 

２ 前項の書類のほか、代理人は、代理関係を確認するための戸籍謄本その他代理人の資

格を証明する書面を提出しなければならない。 

(平27規則65・平28規則31・一部改正) 

(未成年者の確認書の提出) 

第１１条 実施機関は、未成年者の代理人による開示請求がなされた場合であって、当該

未成年者が満15歳に達しているときは、開示することが条例第17条第６号の規定に該当

するかどうかの判断に当たり、当該未成年者に開示についての確認書(第４号様式)の提

出を求めることができる。 

２ 前項の確認書の提出を求めたにもかかわらず、提出がない場合は、条例第17条第６号

に該当するものとみなす。 
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(平27規則65・一部改正) 

(開示決定等の通知) 

第１２条 条例第25条第２項の規定による開示決定等の通知は、自己情報(開示・訂正・

削除・中止)請求決定通知書(第５号様式)により行うものとする。 

２ 条例第25条第３項の規定による開示決定等の延長の通知は、自己情報(開示・訂正・

削除・中止)請求決定期間延長通知書(第６号様式)により行うものとする。 

(意見書を提出できる第三者への通知等) 

第１３条 条例第26条第１項に規定する府中市規則で定める事項は、次に掲げるとおりと

する。 

(1) 開示請求に係る自己情報に含まれる第三者に関する情報の内容 

(2) 開示決定に先立ち意見書を提出することができる旨 

(3) 意見書の提出期限 

(4) 意見書に記載すべき事項 

(5) 意見書の提出先 

２ 条例第26条第１項の規定による意見書を提出する機会を与えるための通知は、開示請

求に関する意見照会書(第７号様式)により行うものとする。 

３ 条例第26条第１項に規定する意見書の提出は、開示決定に係る意見書(第８号様式)に

より行うものとする。 

４ 条例第26条第２項に規定する開示請求を認める決定をした旨及びその理由並びに開

示をする日に係る第三者に対する通知は、開示決定に係る通知書(第９号様式)により行

うものとする。 

(平27規則65・平28規則31・一部改正) 

(開示の実施方法) 

第１４条 条例第27条第２項の規定による自己情報の開示に当たっては、実施機関の職員

が立ち会うものとする。 

２ 実施機関及び自己情報の開示を受けようとする者は、条例第25条第１項の規定による

開示の決定を受け、第12条の自己情報(開示・訂正・削除・中止)請求決定通知書により

通知された開示の日時又は場所を変更しようとするときは、開示の日の前日までに連絡

するものとする。 

３ 実施機関は、条例第27条第３項の規定により視聴又は閲覧の方法により自己情報の開

示を受け、又は受けようとする者が、当該視聴又は閲覧に係る個人情報が記録されてい
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る物を汚損し、若しくは破損し、又は当該個人情報を損傷するおそれがあると認めると

きは、当該視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。 

４ 自己情報の開示を行う場合において、文書等の写しを交付するときの交付部数は、開

示請求に係る自己情報１件名につき１部とする。 

(電磁的媒体に記録された自己情報の開示方法) 

第１５条 条例第27条第３項の規定による電磁的媒体(ビデオテープ及び録音テープを除

く。以下この条において同じ。)に記録された自己情報の開示は、電磁的媒体に記録さ

れた当該自己情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う

ものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、電磁的媒体に記録された当該自己情報に係る部分をディス

プレイに出力したものの視聴が容易であるときは、電磁的媒体に記録された当該自己情

報の視聴により開示を行うことができる。 

(自己情報の訂正等の通知) 

第１６条 条例第27条第５項の規定による自己情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止

に係る通知は、請求者に対しては自己情報(訂正・削除・中止)通知書(本人用)(第10号

様式)により、目的外利用をしているもの又は外部提供を受けているものに対しては自

己情報(訂正・削除・中止)通知書(利用者用)(第11号様式)により行うものとする。 

(写しの作成費用等) 

第１７条 条例第28条第２項の規定による自己情報の写しの作成に要する費用の額は、別

表に定めるとおりとする。 

２ 前項の自己情報の写しの送付を希望する者は、送付に要する費用として当該自己情報

の写しの送付に要する郵便料金の額を負担するものとする。 

３ 条例第28条第２項及び前項の費用は、自己情報の写しの交付を受けるときまでに納付

しなければならない。 

(審査会に対する諮問の通知) 

第１８条 条例第32条の規定による諮問のための通知は、審査会諮問通知書(第12号様式)

により行うものとする。 

(平28規則31・一部改正) 

(意見書の閲覧等) 

第１９条 条例第36条第１項の規定により府中市行政不服審査会(以下「審査会」という。)

に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を条
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例第27条第３項に規定する方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資

料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を請求しよ

うとする者は、審査会提出資料等閲覧・交付請求書(第13号様式)を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 審査会に対し、諮問を行った実施機関は、前項の審査会提出資料等閲覧・交付請求書

が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は交付の諾否を決定し、審査会提出資料等閲

覧・交付承諾通知書(第14号様式)、審査会提出資料等閲覧・交付一部承諾通知書(第15

号様式)又は審査会提出資料等閲覧・交付不承諾通知書(第16号様式)により、当該請求

者に通知するものとする。 

(平28規則31・一部改正) 

(事業者に対する勧告) 

第２０条 条例第40条第２項の規定により勧告する場合は、当該事業者に対し、当該勧告

の理由その他必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。 

(出資等法人) 

第２１条 条例第41条に規定する市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機

関が定めるものは、次に掲げるとおりとする。 

(1) 府中市土地開発公社 

(2) 公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社 

(3) 公益財団法人府中文化振興財団 

(4) 社会福祉法人府中市社会福祉協議会 

(5) 公益社団法人府中市シルバー人材センター 

(平18規則20・平23規則21・一部改正) 

(個人に関する情報の適切な取扱いを確保するための措置) 

第２２条 条例第41条に規定する個人に関する情報の適切な取扱いを確保するための必

要な措置は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 開示請求、訂正請求、削除請求及び中止請求(以下「開示請求等」という。)を含

め、条例及びこの規則の内容に準じた内部管理規程を設けること。 

(2) 個人に関する情報の保護の重要性を職員に認識させるための教育を行い、指導及

び監督に努めること。 

(3) 電子計算組織により個人情報を処理するに当たり、十分な安全対策を講ずること。 

(運用状況の公表) 
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第２３条 条例第43条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を市広報に掲載す

ることにより行うものとする。 

(1) 個人情報の取扱事務の届出状況 

(2) 目的外利用及び外部提供の状況 

(3) 開示請求等の状況 

(4) 審議会への諮問の状況 

(5) 審査請求の状況 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(平28規則31・一部改正) 

(適用除外とされる個人情報を管理する市の施設) 

第２４条 条例第49条の府中市規則で定める市の施設は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 府中市立中央図書館 

(2) 府中市郷土の森博物館 

(3) 府中市美術館 

(4) 府中市立ふるさと府中歴史館 

(5) その他これらに類する施設 

(平23規則21・一部改正、平25規則36・旧第25条繰上) 

(雑則) 

第２５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

(平25規則36・旧第26条繰上) 

付 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成15年８月１日から施行する。 

(府中市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止) 

２ 府中市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成元年６月府

中市規則第27号)は、廃止する。 

(府中市情報公開審議会規則の一部改正) 

３ 府中市情報公開審議会規則(平成13年３月府中市規則第13号)の一部を次のように改

正する。 

題名を次のように改める。 

府中市情報公開・個人情報保護審議会規則 
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第１条中「府中市情報公開審議会」を「府中市情報公開・個人情報保護審議会」に改

める。 

第２条を次のように改める。 

(審議会の構成) 

第２条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する委員をもって組織

するものとする。 

(1) 公募による市民 ３人以内 

(2) 民間の団体の構成員 ３人以内 

(3) 学識経験を有する者 ４人以内 

付 則(平成17年３月31日規則第17号) 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

付 則(平成18年３月31日規則第20号) 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

付 則(平成23年４月28日規則第21号) 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第21条及び第25条の規定は、

平成23年４月１日から適用する。 

付 則(平成25年４月30日規則第36号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成27年10月７日規則第65号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成28年３月31日規則第31号) 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

別表(第17条) 

(平28規則31・一部改正) 

自己情報の写しの作成に要する費用の額 

種類 写しの作成の方法 金額 

文書、図画、写真 乾式複写機による写し(単色

刷り) 

1枚につき 10円 

乾式複写機による写し(多色

刷り) 

1枚につき 20円 

フィルム 印刷物として出力したもの 1枚につき 10円 
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の写し 

電磁的記録 印刷物として出力したもの

の写し 

1枚につき 10円 

備考 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を１枚として算定する。 
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第１号様式(表)(第３条) 

(平27規則65・全改) 

第１号様式(裏) 

(平27規則65・全改) 

第２号様式(第５条) 

第３号様式(表)(第９条) 

(平28規則31・全改) 

第３号様式(裏) 

(平28規則31・全改) 

第４号様式(第11条) 

(平28規則31・全改) 

第５号様式(表)(第12条) 

(平28規則31・全改) 

第５号様式(裏) 

(平28規則31・全改) 

第６号様式(第12条) 

(平28規則31・全改) 

第７号様式(第13条) 

(平28規則31・全改) 

第８号様式(第13条) 

(平28規則31・全改) 

第９号様式(第13条) 

(平28規則31・全改) 

第１０号様式(第16条) 

(平28規則31・全改) 

第１１号様式(第16条) 

(平28規則31・全改) 

第１２号様式(第18条) 

(平28規則31・全改) 

第１３号様式(第19条) 

(平28規則31・全改) 
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(平28規則31・全改) 

第１５号様式(第19条) 

(平28規則31・追加) 

第１６号様式(第19条) 

(平28規則31・追加) 
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○府中市情報公開・個人情報保護審議会規則 

平成13年３月28日 

規則第13号 

改正 平成15年７月29日規則第22号 

(題名改正) 

(趣旨) 

第１条 この規則は、府中市情報公開条例(平成12年９月府中市条例第27号。以下「条例」

という。)第34条第４項の規定により、府中市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審

議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

(平15規則22・一部改正) 

(審議会の構成) 

第２条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する委員をもって組織す

るものとする。 

(1) 公募による市民 ３人以内 

(2) 民間の団体の構成員 ３人以内 

(3) 学識経験を有する者 ４人以内 

(平15規則22・全改) 

(会長) 

第３条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ会長が

指名する者がその職務を代理する。 

(招集及び運営) 

第４条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

(雑則) 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議

会に諮って定める。 

付 則 
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この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

付 則(平成15年７月29日規則第22号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、平成15年８月１日から施行する。 
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○府中市情報公開条例 

平成12年９月26日 

条例第27号 

 改正 平成15年６月20日条例第８号 平成17年９月30日条例第18号 

 平成27年12月21日条例第30号  

府中市公文書公開に関する条例(昭和61年３月府中市条例第１号)の全部を改正する。 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条～第４条) 

第２章 公文書の開示及び公文書の任意的な開示 

第１節 公文書の開示(第５条～第18条) 

第２節 審査請求(第19条～第27条) 

第３節 公文書の任意的な開示(第28条) 

第３章 情報公開の総合的な推進(第29条～第34条) 

第４章 雑則(第35条～第38条) 

付則 

地方公共団体の自主性及び自立性が高まる中で、公正で透明な市政の推進と市民による

市政への参加の促進により、開かれた市政を実現し、地方自治を更に発展させることが求

められている。 

また、開かれた市政の実現に当たっては、市民の知る権利を尊重し、市民の市政への理

解と信頼を深めることが重要であり、そのために情報公開制度は不可欠な仕組みとなって

いる。 

府中市は、市民が市政に関する情報を得られるようその保有する情報の公開を一層進め

ていくため、ここにこの条例を制定する。 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、個人に関する情報を最大限に保護しつ

つ、公文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な

推進に関し必要な事項を定め、もって府中市(以下「市」という。)が市の諸活動を市民

に説明する責務を全うするようにし、市民による市政への参加を進め、市民の理解と批

判の下に公正で透明な市政を一層推進することを目的とする。 
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(定義) 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。 

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文

書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、

当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものを

いう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。 

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの 

(2) 府中市規則で定める市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研

究用の資料として特別の管理がされているもの 

(実施機関の責務) 

第３条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する市

民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する

情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。 

(適正な請求及び使用) 

第４条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条

例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これに

よって得た情報を適正に使用しなければならない。 

第２章 公文書の開示及び公文書の任意的な開示 

第１節 公文書の開示 

(公文書の開示を請求できるもの) 

第５条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求することができ

る。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

(4) 市内に存する学校に在学する者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の開示を必要とする

理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体 
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(公文書の開示の請求方法) 

第６条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、

実施機関に対し、実施機関が定める事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)

を提出しなければならない。 

２ 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの

(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることが

できる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を

提供するよう努めなければならない。 

(公文書の開示義務) 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいず

れかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示

請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。 

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法令上従

う義務を有する国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報 

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の

個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはでき

ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されてい

る情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認

められる情報 

ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第２条第１項に規定す

る国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第２条に規定する地方公務

員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であると

きは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関

する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、

当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な

地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 
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ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保

護するために、公にすることが必要であると認められる情報 

イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人

の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報 

ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の

生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報 

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全の確保

及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

(5) 市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又

は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ

又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(6) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であ

って、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当

該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にする

おそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするお

それ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国又は他の地方公共団体の財産上の

利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正

当な利益を害するおそれ 

(7) 市、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)

が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、

第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付

することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

その他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するもの

であり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められ

るもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必
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要であると認められるものを除く。 

(公文書の一部開示) 

第８条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合に

おいて、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除く

ことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開

示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る公文書に前条第２号の情報(特定の個人を識別することができるもの

に限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別するこ

とができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が

害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含

まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

(公益上の理由による裁量的開示) 

第９条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第７条第１号に該当する情報

を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、

開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。 

(公文書の存否に関する情報) 

第１０条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだ

けで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明ら

かにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

(開示請求に対する決定等) 

第１１条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨

の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通

知しなければならない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示

請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同

じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しな

ければならない。 

(開示決定等の期限) 

第１２条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から10

日以内にしなければならない。ただし、第６条第２項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 
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２ 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をするこ

とができないときは、開示請求があった日から30日を限度としてその期間を延長するこ

とができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期

間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内に

そのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるお

それがある場合には、前２項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書

のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当

の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第１項に規定

する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければ

ならない。 

(1) 本項を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限 

(理由付記等) 

第１３条 実施機関は、第11条各項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を

開示しないときは、開示請求者に対し、同条各項に規定する書面によりその理由を示さ

なければならない。 

２ 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は

一部を開示しない旨の決定の日から１年以内にその全部又は一部を開示することがで

きるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。 

(事案の移送) 

第１４条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであ

るときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があると

きは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することが

できる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送し

た旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開

示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実

施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第１項の決定(以下「開示決定」

という。)をしたときは、当該実施機関は、開示をしなければならない。この場合にお
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いて、移送をした実施機関は、当該開示に必要な協力をしなければならない。 

(第三者保護に関する手続) 

第１５条 開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機

関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表

示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができ

る。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者

に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知し

て、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明

しない場合は、この限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、

当該情報が第７条第２号イ又は同条第３号ただし書に規定する情報に該当すると認

められるとき。 

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第９条の規定により開示しようと

するとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文

書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするとき

は、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。

この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第20条及び第21条にお

いて「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理

由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。 

(平27条例30・一部改正) 

(公文書の開示の方法) 

第１６条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧により、フィルムについ

ては視聴(マイクロフィルムにあっては閲覧を含む。)により、電磁的記録については視

聴又は閲覧(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化

の進展状況等を勘案して府中市規則又は実施機関(市長を除く。)の規則その他の規程

(以下「市規則等」という。)で定める方法により行う。 

２ 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書

の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当

該公文書の写しによりこれを行うことができる。 
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(他の制度等との調整) 

第１７条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本

その他の写しの交付の対象となる公文書(府中市手数料条例(平成12年３月府中市条例

第５号)第２条に規定する手数料を徴収する事務のうち、謄本若しくは抄本の交付又は

閲覧の対象となる公文書を含む。)については、公文書の開示をしないものとする。 

２ 実施機関は、市の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを

目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出

すことができるとされているものについては、公文書の開示をしないものとする。 

３ 実施機関は、公表を目的として作成し、又は取得した公文書については、公文書の開

示をしないものとする。 

(開示手数料等) 

第１８条 この条例に基づく公文書の開示については、手数料を徴収しない。ただし、第

５条第１号から第４号までに掲げるものが当該開示に係る公文書を営利の目的で使用

する場合及び同条第５号に掲げるものが公文書の開示を請求する場合については、別表

に定めるところにより手数料を徴収する。 

２ この条例に基づく公文書の写しの交付を受けるものは、府中市規則に定めるところに

より当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

第２節 審査請求 

(平27条例30・改称) 

(審理手続に関する規定の適用除外) 

第１９条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第９条第１項の規定による同法第２章

第３節に規定する審理手続(同章第１節に規定する手続を含む。)を行う者の指名は、開

示決定等に係る審査請求においては行わないものとする。 

(平27条例30・追加) 

(審査会への諮問) 

第２０条 開示決定等について審査請求があった場合は、当該審査請求に係る実施機関は、

次の各号に掲げる場合を除き、府中市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問

をして、当該審査請求についての裁決を行うものとする。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示する

こととする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除
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く。) 

２ 前項の実施機関は、審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。 

(平27条例30・旧第19条繰下・一部改正) 

(諮問をした旨の通知) 

第２１条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次の各号に掲げるものに対し、諮問

をした旨を通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以

下同じ。) 

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第

三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 

(平27条例30・旧第20条繰下・一部改正) 

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続) 

第２２条 第15条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につい

て準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を

除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加

人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。) 

(平27条例30・旧第21条繰下・一部改正) 

第２３条 削除 

(平27条例30) 

(審査会の調査権限) 

第２４条 審査会(府中市行政不服審査会条例(平成27年12月府中市条例第29号)第６条第

１項の規定により設置する部会に審議させる場合にあっては部会。以下同じ。)は、必

要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書

の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示

された公文書の開示を求めることができない。 

２ 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではなら

ない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった開示決定
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等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又

は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請

求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に行政不服審査法第29条第

２項に規定する弁明書、同法第30条第１項に規定する反論書若しくは同条第２項に規定

する意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述

させることその他必要な調査をすることができる。 

５ 審査会は、実施機関から行政不服審査法第29条第２項に規定する弁明書の提出があっ

たときはこれを審査請求人及び参加人に、審査請求人から同法第30条第１項に規定する

反論書の提出があったときはこれを実施機関及び参加人に、参加人から同条第２項に規

定する意見書の提出があったときはこれを実施機関及び審査請求人に、それぞれ送付し

なければならない。 

(平27条例30・一部改正) 

(意見の陳述等) 

第２５条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭

で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。 

２ 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合、審

査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努め

るものとする。 

(平27条例30・一部改正) 

(提出資料の閲覧等) 

第２６条 審査請求人及び参加人は、審査会に対し、第24条第３項若しくは第４項の規定

により提出された資料若しくは前条第１項の規定により提出された意見書若しくは資

料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を第16条第１項に規定する方法によ

り表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し若しくは当該電磁的記録に

記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査

会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときで

なければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとする

ときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならな

い。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 
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３ 審査会は、第１項の規定による閲覧又は交付について、その日時及び場所を指定する

ことができる。 

４ 第１項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、府中市手数料条例に定め

る手数料を納めなければならない。 

(平27条例30・一部改正) 

(答申書の送付等) 

第２７条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参

加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

(平27条例30・全改) 

第３節 公文書の任意的な開示 

(公文書の任意的な開示) 

第２８条 実施機関は、次の各号に掲げる場合において、公文書の開示の申出が適正と認

めるときは、これに応ずるよう努めるものとする。 

(1) 第５条の規定により公文書の開示を請求できるもの以外のものからの申出があっ

たとき。 

(2) 第７条第２号に規定する個人に関する情報のうち自己に係る情報について、本人

からの申出があったとき。 

２ 第18条の規定は、前項の規定による公文書の開示について準用する。 

第３章 情報公開の総合的な推進 

(情報公開の総合的な推進に関する市の責務) 

第２９条 市は、前章に定める公文書の開示のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡

充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、

情報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

２ 市は、情報公開の効果的推進を図るため、他の地方公共団体との協力及び連携に努め

るものとする。 

(情報の公表) 

第３０条 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するも

のを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めが

あるとき、又は当該情報が第７条各号に規定する不開示情報に該当するときはこの限り

でない。 

(1) 市の長期計画その他市の重要な基本計画 
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(2) 前号の計画に係る中間段階の案 

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の４第３項に規定する執行機関の附属

機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の

報告書及び会議録並びに当該附属機関等への提出資料 

(4) 市の主要事業の進行状況 

(5) その他実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、同一の公文書につき複数回開示請求を受けてその都度開示をした場合等

で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表

するよう努めるものとする。 

(情報提供施策の拡充) 

第３１条 実施機関は、報道機関への積極的な情報提供及び自主的広報手段の充実に努め

るとともに、その管理する市政に関する情報を提供する施設を一層市民の利用しやすい

ものにする等情報提供施策の拡充に努めるものとする。 

(会議の公開) 

第３２条 附属機関等の会議は、公開する。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限り

でない。 

(1) 他の法令等に特別の定めがある場合 

(2) 不開示情報に該当する事項を審議する場合 

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認め

られる場合で、附属機関等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこと

とした場合 

２ 前項に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、府中市規則で定める。 

(出資等法人の情報公開) 

第３３条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下

「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努める

ものとする。 

(公の施設の指定管理者の情報公開) 

第３３条の２ 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法第244条の２第３項に規

定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設
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の管理に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 実施機関は、市の公の施設の指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよ

う指導に努めるものとする。 

(平17条例18・追加) 

(府中市情報公開審議会) 

第３４条 情報公開制度その他情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問を

受けて審議し、又は意見を述べるため、府中市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審

議会」という。)を置く。 

２ 審議会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。 

３ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任

を妨げない。 

４ 前３項で定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、府中市規則

で定める。 

(平15条例８・一部改正) 

第４章 雑則 

(文書管理) 

第３５条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管

理するものとする。 

２ 実施機関は、市規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなけれ

ばならない。 

３ 前項の市規則等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他

の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。 

(文書検索目録の作成) 

第３６条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するも

のとする。 

(実施状況の公表) 

第３７条 市長は、毎年１回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまと

め、公表しなければならない。 

(委任) 

第３８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則等で定める。 

付 則 
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(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において府中市規則で定め

る日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際、この条例による改正前の府中市公文書公開に関する条例(以下

「旧条例」という。)第６条の規定により、現にされている公文書の公開の請求は、こ

の条例第６条第１項の規定による開示請求とみなす。 

３ この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第７条第１項の規定により

公開する旨の決定を行ったが公開をしていない公文書について、施行日以後に公開をす

る場合における手数料については、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際、現にされている旧条例第11条に規定する行政不服審査法の規定

に基づく不服申立ては、この条例第19条第１項に規定する同法の規定に基づく不服申立

てとみなす。 

５ 前３項に規定するもののほか、施行日前に旧条例の規定によりした処分、手続その他

の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によ

ってしたものとみなす。 

６ 旧条例第12条第１項の規定により置かれた府中市公文書公開審査会は、この条例第22

条第１項の規定により置かれた審査会とみなす。 

７ この条例の施行の際、現に旧条例第12条第３項の規定により府中市公文書公開審査会

の委員に任命されている者は、この条例第22条第３項の規定により審査会の委員に任命

されたものとみなし、その任期は、同条第４項の規定にかかわらず、平成14年９月30日

とする。 

８ 旧条例第９条第５号イに規定する合議制機関等の議決又は運営規程によりその全部

又は一部について公開しない旨を定めている情報であって、この条例の公布の日前に開

催された当該合議制機関等の会議に係るものが記録されている公文書については、旧条

例第９条第５号イの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 

９ 実施機関は、前項に規定する情報が記録されている公文書について、可能な限り情報

の公開が行われるよう、適切な措置を講ずることに努めるものとする。 

付 則(平成15年６月20日条例第８号抄) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成15年８月１日(以下「施行日」という。)から施行する。 
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付 則(平成17年９月30日条例第18号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(平成27年12月21日条例第30号) 

(施行期日) 

１ この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。 

(府中市情報公開条例及び府中市個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措

置) 

２ この条例の施行の日前に、第２条の規定による改正前の府中市情報公開条例第19条第

１項の規定により府中市情報公開審査会に諮問し、又は第３条の規定による改正前の府

中市個人情報の保護に関する条例第30条の規定により府中市個人情報保護審査会に諮

問した事項のうち、この条例の施行の際に答申が行われていないものについては、府中

市行政不服審査会が調査審議し、答申を行うものとする。 

別表(第18条) 

公文書開示手数料 

公文書の種類 開示の方法 金額 

文書、図画及び写真 閲覧 1件名につき200円 

フィルム 映画フィルム、ス

ライドその他の

フィルム(マイク

ロフィルムを除

く。) 

視聴 1件名につき400円 

マイクロフィル

ム 

視聴又は閲覧(印刷物

として出力したもの

の閲覧) 

1件名につき400円 

電磁的記録 ビデオテープ 視聴 1件名につき400円 

録音テープ 視聴 1件名につき400円 

フロッピーディ

スク 

視聴(ディスプレイに

出力したものの視聴)

又は閲覧(印刷物とし

て出力したものの閲

覧) 

1件名につき400円 
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その他の電磁的

記録 

閲覧(印刷物として出

力したものの閲覧) 

1件名につき400円 

備考 １件名とは、事案決定手続を一にするものをいう。第８条の規定による公文書の一

部開示の場合においても、同様とする。 
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